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は  じ  め  に
文化庁長官   

青 木  保

　文化は、人々に感動や生きる喜びをもたらし、心豊かな生活を実現するために不可

欠なものです。また、経済活動においても、文化は、新たな需要や高い付加価値を生

み出します。魅力的で素晴らしい文化のある国は、世界から注目され尊敬されること

から、諸外国においても、戦略的に文化を振興しています。

　文化庁では、平成19年2月に閣議決定した「文化芸術の振興に関する基本的な方針」

（第2次基本方針）に基づいて、各種施策を進めています。この第2次基本方針では、

人材育成や日本文化の発信など、重点的に取り組むべき6つの事項を掲げています。

いずれも、我が国の文化を守り、育て、発展させ、そして国際的に発信していくため

に欠かせないことばかりです。

　地方公共団体においても、「文化芸術創造都市」など、地域に根ざした文化や伝統を

大切にするとともに文化芸術の創造力を活用して、地域再生を図る取組がさかんに行

われています。それらの地域においては、文化芸術団体や市民による自発的で活発な

文化芸術活動が見られます。また、企業のメセナ活動や文化関係のNPO法人などによ

る文化支援も大きな力となっています。今こそ、この日本に住むひとりひとりが様々な

形で力を合わせて、豊かで魅力ある文化の国作りをするときが来たと改めて強く感じ

ています。

　文化庁としては、今後、さらに我が国の「文化力」を高めて「文化芸術立国」が実現

できるよう、全力を尽くしてまいります。

　本冊子が、皆様にとって、文化行政への深い理解と文化芸術活動を行うときの一助

となれば幸いです。



文化庁シンボルマーク

　わかりやすく親しみのあるイメージを活用し、文化の重要性や文化施策への理解を増進するとと

もに、文化施策を広く内外に印象づけるため、平成14年12月に文化庁のシンボルマークを作成い

たしました。

　本シンボルマークは、一般公募により応募された作品527件（応募者数221名）の中から文化庁内

において選考を重ね、決定いたしました。

　文化庁の「文」の文字をモチーフに3つの楕円で、「過去・現在・未来」「創造・発展」「保存・継承」

の輪をイメージし、芸術文化を創造し、伝統文化を保存・伝承していく人の姿（文化庁）・広がりを

表現しています。色彩は日本伝統色の一つである「朱色」としました。

　文化庁の催す行事や各種支援による公演等で表示していただくとともに、封筒、各種パンフレッ

トなどにおいて表示することにより、文化を大切にする社会の構築に向けて活用してまいります。

本シンボルマークを末永くご愛用いただけますよう、よろしくお願いします。
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  文化財部  長官官房

文部科学大臣
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◆文化庁の組織　

平成20年度末定員234人
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政策課

会計室

著作権課

国際課

著作物流通推進室

国際文化交流室
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（平成20年4月1日現在）

文化財保護調整室

美術館・歴史博物館室

記念物課

参事官

文化財国際協力室

古墳壁画室

文化広報・
地域連携室

関西元気文化圏推進・
連携支援分室

伝統文化課

美術学芸課

文化行政の基盤
Ⅰ

文化庁の組織1

　文化庁は、昭和43年6月15日に文部省文化局と
文化財保護委員会を併せて設置されました。本年は
ちょうど40周年に当たります。現在、文化庁は、次
のような組織をもって文化の振興及び国際文化交
流の振興を図るとともに、宗教法人に関する事務を
行っています。



文化行政の基盤
Ⅰ

文化芸術振興基本法2

2

文字・活字文化振興法3

　平成17年7月に、議員立法として「文字・活字文化
振興法」が成立、公布・施行されました。
　これを受けて、文部科学省においては、図書館の
充実、読書活動の推進、学校図書館の充実等の施策
の一層の推進などの「文字・活字文化」の普及・啓発
に取り組んでいます。
　なお、国民の間に広く文字・活字文化についての

関心と理解を深めるようにするため、同法により、10
月27日が「文字・活字文化の日」とされました。
　また、平成19年10月には、「文字・活字文化振興
法」や「子どもの読書活動推進法」の趣旨を踏まえ、学
校や地域における読書活動の支援や地域社会の活字
文化振興のための活動を行う（財）文字・活字文化推
進機構が設立されました。

目的（第 1条） 
心豊かな国民生活と活力ある社会の実現

文化芸術振興の基本理念（第2条）
・芸術家等の自主性尊重
・芸術家等の創造性尊重
・国民の鑑賞・参加・創造の環境の整備
・我が国及び世界の文化芸術の発展
・多様な文化芸術の保護及び発展
・地域の特色ある文化芸術の発展
・国際的な交流及び貢献の推進
・広く国民の意見の反映

国及び地方公共団体の責務（第3・4条）

国民の関心及び理解（第5条）

法制上の措置等（第6条）

第一章 総則（第1条～第6条）

  文化芸術の振興に関する施策の総合的な推進を図るため、政府は基
本方針を策定    （文部科学大臣が案を作成）

第二章 基本方針（第7条）

・文化芸術の各分野の振興
・地域における文化芸術の振興
・国際文化交流の推進
・人材の養成・確保
・国語・日本語教育の充実
・著作権等の保護・利用
・国民の鑑賞等の機会の充実
・学校教育における文化芸術活動の充実
・文化施設の充実
・情報通信技術の活用の推進
・民間の支援活動の活性化
・政策形成の民意の反映  　　　等

第三章 基本的施策（第8条～第35条）

法律の内容

　平成13年11月、文化芸術の振興のための基本的
な法律として、議員立法による「文化芸術振興基本
法」が成立しました。
　この法律の目的は、文化芸術に関する活動を行う
人々の自主的な活動を促進することを基本としなが
ら、文化芸術の振興に関する施策の総合的な推進を
図り、心豊かな国民生活及び活力ある社会の実現に
貢献することです。
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文化芸術の振興に関する基本的な方針
（第2次基本方針）

4

　「文化芸術の振興に関する基本的な方針」（以下
「基本方針」）は、文化芸術振興基本法に基づき、文
化芸術の振興に関する施策の総合的な推進を図るた
め、政府が策定するものです。

　平成14年12月に策定された第1次の基本方針につ
いて、策定後の諸情勢の変化や文化芸術施策の進展
等を踏まえて見直しが行われ、平成19年2月9日に
第2次となる新たな基本方針が閣議決定されました。
　文化庁では、この第2次基本方針に基づき、「文化
芸術立国」を目指して、文化芸術の振興に取り組んで
います。

まえがき
今後おおむね 5年間を見通し、文化芸術の振興
に関する施策の総合的な推進を図るための方針

（1） 文化芸術の振興の意義
　文化芸術の意義を、従来の5つの観点に加え、今
日的な2つの観点から整理。
◇従来の意義
　・人間が人間らしく生きるための糧
　・共に生きる社会の基盤
　・質の高い経済活動の実現
　・人類の真の発展への貢献
　・世界平和の礎
◇今日的意義
　・「文化力」は国の力
　・文化芸術と経済は密接に関連
　文化芸術は国民全体の社会的財産であり、一層の
振興を図ることにより、文化芸術で国づくりを進め
る「文化芸術立国」を目指すことが必要。
（2） 基本的視点
　①文化力の時代を拓

ひら

く
　　「文化力」を高め、心豊かで活力にあふれた社　
　　会を実現する。
　②文化力で地域から日本を元気にする
　　地域文化の豊かさが日本文化の基盤であり、　
　　人々を元気にする力となる。

1．文化芸術の振興の基本的方向

第2次基本方針の概要

　③国、地方、民間が相互に連携して文化芸術を
　　支える
　　社会全体で文化芸術の振興を図る。
（3） 重点的に取り組むべき事項
　①日本の文化芸術の継承、発展、創造を担う人材
　　の育成
　②日本文化の発信及び国際文化交流の推進
　③文化芸術活動の戦略的支援
　④地域文化の振興
　⑤子どもの文化芸術活動の充実
　⑥文化財の保存及び活用の充実

2．文化芸術の振興に関する基本的施策

「文化芸術の振興の基本的方向」を踏まえ、国が講ず
べき基本的施策として、文化芸術振興基本法の条文
に沿った次の11の各分野について、107の施策を具
体的に列挙。
　①各分野の文化芸術の振興
　②文化財等の保存・活用
　③地域の文化芸術の振興
　④国際交流等の推進
　⑤芸術家等の養成・確保等
　⑥国語の正しい理解
　⑦日本語教育の普及・充実
　⑧著作権等の保護・利用
　⑨国民の文化芸術活動の充実
　⑩文化芸術拠点の充実等
　⑪その他の基盤の整備等



文化行政の基盤
Ⅰ

文化審議会5

4

・「文化芸術の振興に関する基本的な方針の見直しについて（答申）」（平成19年2月）

・「敬語の指針（答申）」（平成19年2月）
最近の

主な答申等

　文化審議会では、文化行政における政策の企画立
案機能の充実を図るため、文化の振興及び国際文化
交流の振興に関する重要事項について、幅広い観点
から調査審議を行います。

文化の振興及び国際文化交流の振興に関する重要事項の調査審議等文化審議会

文化の振興に関する基本的な政策の形成に係る重要事項に関する調査審議文化政策部会

国語の改善及びその普及に関する事項の
調査審議等

国語分科会

著作権制度に関する重要事項の調査審
議等

著作権分科会

著作物の利用に係る裁定等に関すること使用料部会

著作権法制度の在り方に関すること法制問題小委員会

私的録音録画に関する制度の在り方に関すること私的録音録画小委員会

過去の著作物に関する保護と利用の在り方に関すること過去の著作物等の保護と
利用に関する小委員会

国際的ルール作りへの参画の在り方に関すること国際小委員会

文化財の保存及び活用に関する総合的な政策の企画に関
すること企画調査会

世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約の実施
に関する施策の在り方に関すること世界文化遺産特別委員会

文化財の保存及び活用に関する重要事項
の調査審議等

文化財分科会

美術工芸品に関すること第一専門調査会

建造物及び伝統的建造物群保存地区に関すること第二専門調査会

記念物、文化的景観及び埋蔵文化財に関すること第三専門調査会

無形文化財及び文化財の保存技術に関すること第四専門調査会

民俗文化財に関すること第五専門調査会

◆文化審議会組織図

情報化時代に対応する漢字政策の在り方に関すること漢字小委員会

日本語教育の在り方に関すること日本語教育小委員会

文化功労者年金法により、審議会の権限に属させられた事項の処理文化功労者選考分科会 （平成20年4月現在）

無形文化遺産の保護に関する条約の実施に関する施策の
在り方に関すること

無形文化遺産保護条約に
関する特別委員会



平成２０年度文化庁予算の概要6
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◆総表
（単位：百万円）

区　　分

文化庁

前年度予算額
（ 当　　　初 ）

101,655

平成２０年度
予　算　額

101,755

対前年度

増　減　額 伸　　率

100 0.1％

文化芸術による国づくりの推進

（単位：百万円）
◆主な内容

主要事項 前年度予算額 平成20年度
予　算　額 比較増△減額

文化芸術立国プロジェクトの推進

○文化芸術創造プラン
 ①最高水準の舞台芸術公演・伝統芸能等への重点支援等 
 ②「日本映画・映像」振興プランの推進　
 ③新進芸術家やアートマネジメント人材等の育成
 ④感性豊かな文化の担い手育成プランの推進－こどもの文化芸術体験活動の推進－
○ 「日本文化の魅力」発信プラン
 ①地域の文化力活性化プランの推進
 ②日本文化の発信による国際文化交流の推進
 ③コンテンツの保護と発信の推進

文化財の次世代への継承と国際協力の推進

○文化財の保存整備・活用
 ①文化財の保存修理等
 ②文化財の防災施設等　　
 ③史跡等公有化助成
 ④史跡等整備活用事業
 ⑤埋蔵文化財発掘調査等
 ⑥国宝重要文化財等買上げ
 ⑦文化財総合的把握モデル事業
 ⑧無形文化財等の次世代への継承・発展等　　
○文化財の国際協力の推進
 ①文化遺産保護国際貢献事業等
 ②戦略的二国間文化遺産国際交流推進事業

文化芸術拠点の充実

○文化拠点の整備
 　平城宮跡保存整備等
○美術館等活動の推進
 　京都国立博物館平常展示館建替等

223

144

405

172

34

467

79

2

52

25

1,781

1,713

937

7

100

562

77

0

152

32

68

30

38

254

710

456

△

△
△
△
△

△
△
△
△

△

△

△

20,613

18,448

7,919

2,050

2,197

6,282

2,165

1,570

493

102

37,332

37,019

7,855

1,192

15,439

5,799

3,809

1,591

152

1,182

313

275

38

38,485

8,378

30,107

20,836

18,592

8,324

2,222

2,231

5,815

2,244

1,572

545

127

35,551

35,306

6,918

1,185

15,339

5,237

3,886

1,591

0

1,150

245

245

0

38,739

9,088

29,651



文化行政の基盤
Ⅰ

6

◆平成20年度文化庁予算額（分野別）

◆文化庁予算の推移
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　地方公共団体における文化関係経費の合計額は、
平成5年をピークに減少が続いています（A）。その主
な原因には、文化施設建設費の減少があります。一方、

◆A. 文化関係経費の推移

地方公共団体の文化関係経費の推移7

芸術文化事業費は平成5年以降もほぼ横ばいとなっ
ています（B）。

◆B. 芸術文化経費の推移

（文化庁調べ）



文化行政の基盤
Ⅰ

8

  

特定公益増進法人

認定特定非営利
活動法人

指定公益信託

指定寄付金

相続財産の寄付

重要文化財等の
譲渡所得

重要文化財の
相続・贈与

登録美術品の相続

【公益法人】（文部科学大臣認定）
・芸術の普及向上に関する業務を行う法人
・文化財の保存活用に関する業務を行う法人
・登録博物館の設置運営に関する業務を行う法人
・登録博物館の振興に関する業務を全国規模で行う法人

【独立行政法人】 ・国立国語研究所
 ・国立美術館
 ・国立文化財機構

 ・国立科学博物館
 ・日本芸術文化振興会（平成15年10月～）

・学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

・芸術の普及向上に関する業務（助成金の支給に限る）を
行う公益信託
・文化財の保存活用に関する業務（助成金の支給に限る）を
行う公益信託

【公益法人】
・重要文化財の修理・防災施設の設置に要する費用

【独立行政法人】
・国立美術館・国立文化財機構・国立科学博物館による
重要文化財の収集・保存修理に要する費用

【公益法人】（文部科学大臣認定）
・芸術の普及向上に関する業務を行う法人
・文化財の保存活用に関する業務を行う法人

【独立行政法人】・国立国語研究所
　　　　　　　・国立美術館
　　　　　　　・国立文化財機構
　　　　　　　・国立科学博物館
　　　　　　　・日本芸術文化振興会（平成15年10月～）

【認定特定非営利活動法人】
・学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

・国、地方公共団体、独立行政法人国立美術館・国立文化
財機構・国立科学博物館に対する重要文化財（動産または 
建物）の譲渡

・国、独立行政法人国立美術館・国立文化財機構・国立科
学博物館に対する重要有形民俗文化財及び重要文化財に
準ずる文化財の譲渡　（平成24年12月31日まで）
・国、地方公共団体、独立行政法人国立美術館・国立科学
博物館に対する重要文化財・史跡名勝天然記念物として
指定された土地の譲渡

・重要文化財である家屋等（土地を含む）の相続・贈与

・登録有形文化財である家屋等（土地を含む）の相続・贈与

・伝統的建造物（文部科学大臣が告示するもの）である家屋等
（土地を含む）の相続・贈与

・納付すべき相続税額について、
登録美術品を相続税として物納

【個人の寄付金】
「寄付金（所得金額の40%を限度）
－5千円」を所得控除（所得税）

【法人の寄付金】
一般の寄付金とは別に「（所得金額の5.0%＋
資本等の金額の0.25%）×1/2」を損金算入
（法人税）

出捐金について特定公益増進法人に
対する寄付金と同様の取扱い
（所得税・法人税）

【個人の寄付金】
「寄付金（所得金額の40%を限度）
－5千円」 を所得控除（所得税）
【法人の寄付金】
寄付金を全額損金算入（法人税）

非課税（相続税）

非課税（所得税）

1/2課税（所得税）

2,000万円を限度とする特別控除
（所得税）、損金算入（法人税）

財産評価額の70/100を控除（相続税・贈与税）

財産評価額の30/100を控除（相続税・贈与税）

贈与財産評価額の30/100を控除
（相続税・贈与税）

物納の優先順位を第3位から第1位に繰り上げ

昭和51年度

平成13年度

平成13年度

昭和62年度

昭和40年度

平成13年度

昭和52年度

平成13年度

平成13年度

昭和47年度

昭和47年度

昭和45年度

平成15年度

平成15年度

平成15年度

平成10年度

（登録博物館に
係る業務を行う
法人については
平成9年度）

国    

税

事項 措置内容 適用年度

文化関係の税制8
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・重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物
（家屋及びその敷地）

・登録有形文化財（家屋）

・登録有形民俗文化財（家屋）

・登録記念物（家屋及びその敷地）

・重要文化的景観を形成している家屋
（文部科学大臣が告示するもの）及びその敷地

・重要伝統的建造物群保存地区内の
伝統的建造物である家屋（文部科学大臣が告示するもの）

・重要伝統的建造物群保存地区内の
伝統的建造物の家屋の敷地等

・公益社団・財団法人が所有する重要無形文化財の公演の
ための施設（家屋及びその敷地）

非課税
（固定資産税・特別土地保有税・都市計画税）

1/2課税（固定資産税）

1/2課税（固定資産税）

1/2課税（固定資産税）

1/2課税（固定資産税）

非課税（固定資産税・都市計画税）

税額を適宜免除・軽減
（固定資産税・都市計画税）

1/2課税（固定資産税・都市計画税）

昭和25年度

平成17年度

平成17年度

平成17年度

平成17年度

平成元年度

平成12年度

平成21・22年度

※ 重要文化財等に係る地価税については非課税の取扱いがなされているが、平成10年より、地価税の課税は停止されている。

事項 措置内容 適用年度

重要文化財等
の所有

地
方
税



最高水準の舞台芸術公演・伝統芸能等への重点支援1

10

平成19年度舞台芸術
共同制作公演
オペラ「リゴレット」 
主催：日本オペラ連
盟、（財）日本オペラ振
興会、神奈川県民ホー
ル、（財）東京歴史文化
財団東京文化会館、 
（財）東京フィルハー
モニー交響楽団
（写真提供：日本オペ
ラ振興会） 

平成19年度芸術創造
活動重点支援事業　
「殿様と私」 
主催：文学座
（撮影：飯田研紀）

平成 19年度文化庁支援公演より

最高水準の舞台芸術公演・伝統芸能等に対しての重点支援や音楽、
舞踊、演劇の国際フェスティバル、芸術による国際交流を推進し、
世界水準の芸術家・芸術団体を養成する。

 最高水準の舞台芸術公演・伝統芸能等への重点支援等

最高水準の現代舞台芸術（音楽、舞踊、演劇）・伝統芸能（能楽、歌舞伎、
文楽等）及び大衆芸能に対する重点支援を実施。

最高水準の芸術創造活動に対する重点支援を実施。

公立文化会館や劇場等における我が国の芸術拠点の形成につながる
優れた自主企画・制作の公演、その他の事業に対する支援を実施。

 芸術創造活動重点支援事業等の推進

②芸術拠点形成事業

二国間における芸術交流の推進、海外との優れたオペラ等の共同制
作や、世界で開催される有名なフェスティバル等への参加を支援。

　

　芸術創造活動の推進については、平成20年度も引
き続き「文化芸術創造プラン」として、芸術創造活動
の充実を図り、舞台芸術等に対する重点支援を実施
し、世界水準の芸術家・芸術団体の養成を行ってい
ます。

芸術創造活動の推進
Ⅱ

1. 芸術創造活動重点支援事業等の推進

国際芸術交流支援事業

③舞台芸術振興の先導モデル推進事業
我が国の異なる分野のトップレベルの芸術団体を国内各地の芸術拠
点である中核的な劇場が共同で制作する舞台に対して支援を実施。

①芸術創造活動重点支援事業
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　芸術文化振興基金による平成2年度から平成19年
度までの助成金の交付実績は、13,303件、約324億
円となっています。

◆平成 19年度の助成金交付状況

・芸術家及び芸術団体が行う芸術の創造又は普及を図るための活動

・地域の文化の振興を目的として行う活動

・文化に関する団体が行う文化の振興又は普及を図るための活動

助成対象分野 応募件数

1,026

316

264

交付件数 助成金交付額

421

210

158

1,317

297

156

（百万円）

◆助成の対象となる活動

芸術家及び芸術団体が行う芸術の創造又は
普及を図るための活動
（1）現代舞台芸術の公演、伝統芸能の公開その他
　　の活動
（2）美術の展示、映像芸術の創造その他の活動
（3）特定の芸術分野にしばられない公演、展示そ
　　の他の活動

地域の文化の振興を目的として行う活動
（1）文化会館、美術館その他の地域の文化施設に
　　おいて行う公演、展示活動
（2）歴史的集落・町並み等の文化財を保存し、
　　活用する活動
（3）民俗芸能その他の文化財を保存し、
　　活用する活動

文化に関する団体が行う文化の振興又は
普及を図るための活動
（1）アマチュア等の文化団体が行う公演、
　　展示その他の活動
（2）文化財である工芸技術又は文化財の保存技術
　　の復元、伝承その他文化財を保存する活動

1

2

3

　

　芸術文化振興基金（以下「基金」）は、政府の出資
金と民間からの出えん金を原資として、安定的・継
続的に多様な芸術文化活動に幅広く援助を行うため、
平成2年3月末に設けられました。
　現在、約653億円（国からの出資金約541億円、民
間からの出えん金約112億円）の運用益が多種多様な
芸術文化活動への助成にあてられています。また、
助成の充実のため、基金への寄付金も随時募っていま
す。
　なお、基金は、独立行政法人日本芸術文化振興会
が運用、助成対象活動の募集・決定・交付を行って
います。

2. 芸術文化振興基金



Ⅱ
芸術創造活動の推進
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【大賞】モリのアサガオ
作者：郷田 マモラ
©郷田 マモラ/双葉社

【マンガ部門】

【大賞】Wii Sports
作者：「Wii Sports」開発チーム代表　太田 敬三
©2006 Nintendo

【エンターテインメント部門】 【アニメーション部門】

【大賞】河童のクゥと夏休み
作者：原 恵一
©2007　木暮正夫/「河童のクゥと夏休み」製作委員会

アジアでのメディア芸術祭海外展の開催や、海外
の有力メディア芸術フェスティバルでメディア芸
術祭の優秀作品を紹介。

メディア芸術海外展

メディア芸術祭の作品募集や受賞作品発表、受賞
作品展情報のほか、アーティストや評論家へのイ
ンタビュー、国内外のメディア芸術関連のフェス
ティバル・展覧会情報などを掲載。

メディア芸術プラザ

我が国のメディア芸術の振興を図るため、優れた
メディア芸術作品の発表を提供し、創造性あふれ
る作品を顕彰するとともに、これを鑑賞する機会
を提供。

メディア芸術祭

　

　インターネットの急速な普及、DVD等の新しいメ
ディアの登場、多チャンネル放送の展開など、マル
チメディアの進展は、文化振興普及に大きな変化を
もたらしています。
　このような多メディア・多チャンネル化が進む中
で、そのコンテンツ（内容）となるコンピュータ・グラ
フィックス、アニメーションなどのメディア芸術は、
21世紀の我が国の芸術文化全体の活性化を促す牽引
力として、その振興が緊急の課題となっています。
　このため、文化庁では、メディア芸術の振興を図
るため、次のような施策を展開しています。

■平成 19 年度（第 11 回）文化庁メディア芸術祭

【大賞】nijuman no borei 　
作者：Jean‐Gabriel PERIOT 
©Envie de Temp̂ete Productions　

【アート部門】　

「日本映画・映像」振興プランの推進2

1. メディア芸術祭の開催等

　文化庁では、新しい表現技法を開拓した創造性あ
ふれるメディア芸術作品の発表、顕彰の場として、
また先端的なメディア芸術の顕彰の場として、平成9
年度から「文化庁メディア芸術祭」を開催しています。
　平成19年度は合計2,091作品の応募があり、審査
委員会を経て大賞4作品、優秀賞16作品、奨励賞4
作品、功労賞1名が選ばれました。

メディア芸術推進拠点形成
メディア芸術の専門的なスタッフを有する文化施
設が行う若手クリエイターへの創作支援活動や、
人材育成や共同制作等の事業活動を支援
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映画祭名 作品名 監督名 受賞名

座頭市

バーバー吉野

ふくろう

ホーム・スィートホーム2

女理髪師の恋

PEEP“TV”SHOW

誰も知らない

風音

トニー滝谷

犬猫

運命じゃない人

火火

美式天然

いつか読書する日

村の写真集

紀子の食卓

アイロン

無花果の顔

14歳

人生ごっこ!?

時をかける少女

殯の森

愛の予感

ベネチア

ベルリン

モスクワ

ウラジオストック

ロカルノ

ロッテルダム

カンヌ

モントリオール

ロカルノ

トリノ

カンヌ

ケララ

トリノ

モントリオール

上海

プサン

カンヌ

ベルリン

ロッテルダム

ミンスク

ｼｯﾁｪｽ･ｶﾀﾙﾆﾔ

カンヌ

ロカルノ

北野　武

荻上直子

新藤兼人

栗山富夫

小林政弘

土屋　豊

是枝裕和

東　陽一

市川　準

井口奈巳

内田けんじ

高橋伴明

坪川拓史

緒方　明

三原光尋

園　子温

仲野裕之

桃井かおり

広末哲万

林　弘樹

細田　守

河瀬直美

小林政弘

銀獅子賞

青少年部門Special Mention

功労賞、最優秀女優賞

最優秀男優賞

特別大賞

国際批評家連盟賞

主演男優賞

イノベーション賞

審査員特別賞他

審査員特別賞他

仏作家協会賞他

審査員特別賞他

グランプリ

審査員特別賞

金爵賞

観客賞他

ヤング批評家賞

NETPAC賞

NETPAC賞

審査員特別賞

最優秀アニメーション賞

グランプリ

金豹賞他

映画館数

邦画封切り本数

入場者数

興行収入

3,221館

407本

1億 6,319万人

1,984億 4,300万円

（前年度比105.2％）

（前年度比 97.6％）

（前年度比 99.2％）

（前年度比 97.8％）

◆日本映画の現状　平成 19年（2007 年）の日本映画の現状

　

　映画は、国民の身近な娯楽として生活の中に定着
するとともに、総合的な芸術として重要な位置を占
めてきました。しかしながら、現在の邦画界は、公
開本数や鑑賞人口等は最盛期に比べると大きく減少
しています。一方、映画は海外に向けて日本文化を
発信する上でも極めて効果的な媒体であり、有力な
知的財産として位置づけられています。
　文化庁では、平成15年4月に「映画振興に関する
懇談会」で取りまとめられた「これからの日本映画の
振興について（提言）」を受け、一層の映画振興に取
組んでいます。　平成16年度からは、
　　①魅力ある日本映画・映像の創造
　　②日本映画・映像の流通の促進
　　③映画・映像人材の育成と普及等
　　④日本映画フィルムの保存継承
を4つの柱とする「日本映画・映像」振興プランを推
進しています。
　具体的には、映画製作への支援、国内上映・映画
祭への支援、人材育成支援等を推進しています。
また、日本映画に関する情報提供としてデータベー
ス（下記参照）の整備を進めています。
● 全国ロケーションデータベースシステム（ＪＬＤＢ）
　http://www.jldb.bunka.go.jp/
● 日本映画上映システム（ＪＣＤＢ）
　http://www.japanese-cinema-db.jp

2. 映画芸術の振興

海外映画祭への出品等支援

◆主な支援作品

15年度

16年度

17年度

18年度

19年度
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世界に羽ばたく新進芸術家等の人材育成3
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美術、音楽、舞踊、演劇等の各分野における新進芸術家に、海外で実践的な研修に従事す
る機会を提供。
1年派遣、2年派遣、3年派遣、特別研修（80日間）の4種類があり、平成19年度末までに2,585
名を派遣。（昭和42年から平成13年度末までは、「芸術家在外研修」事業として実施。）

新進芸術家海外留学制度により研修を行った若手芸術家等に研修成果を発表する機会
を提供。

制度 内容

◆新進芸術家海外留学制度（芸術家在外研修）の
これまでの派遣者の例

新進芸術家海外留学制度

新進芸術家の育成公演事業

芸術団体等が行う芸術家等への人材育成・普及事業及び調査研究、伝統芸能等における人
材確保事業を支援。

芸術団体人材育成支援事業

若杉 弘 （音楽：指揮 昭和42年度） 

森下 洋子 （舞踊：バレエ 昭和50年度） 

絹谷 幸二 （美術：洋画 昭和52年度） 

佐藤 しのぶ （音楽：声楽 昭和59年度） 

野田 秀樹 （演劇：演出 平成4年度） 

諏訪内 晶子 （音楽：器楽 平成6年度） 

野村 萬斎 （演劇：狂言師 平成6年度） 

崔 洋一 （映画：監督 平成8年度） 

鴻上 尚史 （演劇：演出 平成9年度） 

1 新進芸術家の養成・発表への支援

2 芸術団体等が行う養成・発表機会の充実

「文化庁芸術家在外研修制度
40周年記念『旅』展̶異文化
との出会い、そして対話̶」
ポスター

　文化庁では、「文化芸術創造プラン」として、次代
の芸術界を担う創造性豊かな人材を育成するため、
新進芸術家の海外留学や、芸術団体等が行う人材育
成・普及事業等を支援し、新進芸術家の養成を図っ
ています。

◆平成 19年度　新進芸術家海外留学制度研修員（分野別内訳）

美術

音楽

舞踊

演劇・舞台美術等

映画・メディア芸術

　　　　　　  計

１年派遣

37

38

7

16

10

108

２年派遣

4

4

2

3

ー

13

３年派遣

2

ー

ー

ー

ー

2

特別派遣

11

7

5

6

1

30

15歳以上
18歳未満の部

ー

3

2

ー

ー

5

『旅』展期間中、出品作家による会
場でのトークショー



芸術祭の開催4
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◆平成 19年度（第 62 回）芸術祭実施内容

主催公演

参加公演

協賛公演

芸術祭祝典　新国立劇場開場10周年／国際音楽の日記念「オペラ・バレエ　ガラ公演」
オペラ　新国立劇場開場10周年記念フェスティバル公演「タンホイザーとヴァルトブルクの歌合戦」
バレエ　新国立劇場開場10周年記念フェスティバル公演「牧阿佐美の椿姫」
音楽　アジアオーケストラウィーク2007
能楽　企画公演　箏と能の夕べ　箏曲「想

そうふれん

夫恋」、狂言「栗
くりやき

焼」、能「小
こ

督
ごう

」
文楽　11月文楽公演　「近

お う み

江源
げん

氏
じ

先
せんじん

陣館
やかた

」「曾
そ ね

根崎
ざき

心
しんじゅう

中」ほか
歌舞伎　10月歌舞伎公演　「平

へ い け

家女
にょごのしま

護島」、「昔
むかし

語
がたり

黄
う ぐ い す

鳥 墳
づか

」
組踊　10月研究公演　「組踊　執

しゅうしん

心鐘
かねいり

入」（新
あらかき

垣 松
しょうがん

含型）　 計8公演

演劇、音楽、舞踊、大衆芸能部門　計191公演
テレビ、ラジオ、レコード部門　計102作品

演劇、音楽、舞踊、大衆芸能部門　計31公演

平成 19年度（第 62 回）芸術祭

新国立劇場開場10周年/国際音楽の日記念オペラ・バレエ　ガラ公演（撮
影：三枝近志）

平成19年度（第62回）文化芸術祭祝典（19.10.1）（撮影：三枝近志）

　

　

　芸術祭は、広く一般に内外の優れた芸術作品を鑑
賞する機会を提供するとともに、芸術の創造とその
発展を図ることを目的に、昭和21年以来、毎年秋に
開催しています。
　平成19年度においては、引き続き関東、関西での
主催公演をはじめとする事業を展開しました。
　また、演劇・音楽・舞踊・大衆芸能の4部門の参
加公演及びテレビ、ラジオ、レコードの3部門の参
加作品の中から優れた公演・作品に対して芸術祭大
賞、芸術祭優秀賞、芸術祭新人賞及び芸術祭放送個
人賞が贈られました。
　芸術祭祝典には、新国立劇場10周年記念として「オ
ペラ・バレエ　ガラ公演」を実施し、芸術祭の開幕を
華々しく飾りました。また、主催公演としてオペラ、
バレエ、音楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊など、多
彩な公演を実施しました。
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文化勲章

文化功労者

日本芸術院

文化庁長官表彰

地域文化功労者表彰

芸術選奨

文化庁映画賞

名称 発足年度内容など

昭和12年度

昭和26年度

大正8年度

平成元年度

昭和58年度

昭和25年度

平成15年度

※この他、叙勲、褒章等の制度がある。

文化勲章は、文化の発展に関し勲績卓絶な者に対し文部科学大臣が文化功労者選考分
科会の意見を聞いて行う推薦に基づき内閣が決定し、授与。
芸術分野では、美術、文芸、音楽、演劇等が対象。
文化勲章受章者は、原則として前年度までの文化功労者の中から選ばれる。

文化功労者は、文化の向上発達に関し特に功績顕著な者に終身年金を支給し、これを
顕彰するために設けられたもので、対象分野は文化勲章と同様。

芸術上の功績顕著な芸術家を優遇するための栄誉機関。
大正８年に帝国美術院として創設され、その後帝国芸術院に改組されるなどの拡充を
経て、昭和22年に現在の名称となった。
現在、院長１名と第一部（美術）、第二部（文芸）、第三部（音楽・演劇・舞踊）の各部か
らの会員120名以内により構成。
また、会員以外の顕著な業績のある者に「恩賜賞」、「日本芸術院賞」を授与。

我が国映画の向上とその発展に資するため、優れた文化記録映画作品及び顕著な業績
をあげた者について、文化庁長官が表彰。

文化活動に優れた成果を示し、文化の振興に貢献した者及び国際的に活躍した者、地
域の特色を生かした文化芸術の活動を行い、顕著な功績をあげている市区町村等につ
いて、文化庁長官が表彰。

全国各地域において、芸術文化の振興、文化財の保護に尽力する等地域文化の振興に
功績のあった個人及び団体に対して、その功績をたたえ文部科学大臣が表彰。

演劇、映画、音楽、舞踊、文学、美術、放送、大衆芸能、芸術振興、評論等、メディ
ア芸術の11部門において、その年に優れた業績をあげ、新生面を開いた者に、芸術
選奨文部科学大臣賞及び芸術選奨文部科学大臣新人賞を贈呈。

優れた業績を上げた芸術家等の功績をたたえるため、各種の顕彰制度が設けられています。

芸術家の顕彰5
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　近年、企業の社会貢献意識の高まりに加えて、経
済の発展には文化の側面が不可欠との認識が強まっ
ていることを背景に、自ら芸術文化事業を実施した

（会長：福原義春（株）資生堂名誉会長）
　企業メセナ活動を支援するため、平成2年4月に
設立されました。
　①芸術文化支援等に関する啓発・普及・顕彰、
②芸術文化支援に関する情報の収集・配布・仲介、
③芸術文化支援活動の調査・研究、④海外の同種の
機関との情報交換・交流など多様な活動を展開して
います。
　平成6年2月には特定公益増進法人に認定され、
同協議会が認定した芸術文化活動への企業や個人か
らの寄付金に、損金参入や所得控除等の税制上の優
遇措置が適用されることとなりました。
　また、平成14年度からは、税制改正要望の結果、
税制上の優遇措置を受けられる活動の対象範囲を拡
大しました。

◆企業メセナの実施状況

※出典：（社）企業メセナ協議会「メセナ活動実態調査」

◆メセナ活動費の総額

企業等による文化芸術活動への支援6

1．企業等による文化活動への支援（メセナ活動）

2．（社）企業メセナ協議会

り、芸術文化活動を支援するなど、メセナ活動を行
う民間企業が増えてきています。

メセナ【mécénat】とは

芸術文化支援を意味するフランス語。
古代ローマ皇帝アウグストゥスに仕え
たマエケナス（Maecenas）が詩人や芸
術家を手厚く庇護したことから、後
世、その名をとって「芸術文化を庇護・
支援すること」をメセナというように
なった。

（社）企業メセナ協議会のＨＰより
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【平成 18年度実績】
　206件の芸術文化活動を認定し、1,515件総額12億382万円の寄
付が同協議会を通じて行われました。　　　　　　　   

　※ 助成認定事業に関する問い合わせ先  
 社団法人企業メセナ協議会
 〒100-0005  東京都千代田区丸の内1-8-2
 第一鉄鋼ビル1階
 TEL  03-3213-3397

助成認定制度
　地域の多様な文化芸術活動への寄付を促進するため、（社）企業メ
セナ協議会と各都道府県の文化振興財団等との提携を進め、平成15
年度より助成認定制度に関する相談窓口を全国に計60ヶ所（平成20
年4月1日現在）設置しています。

◆企業メセナ協議会の助成認定制度

③寄付の依頼（募金活動）

④認定活動への寄付

⑤特増証明書の発行

⑥助成（寄付金と同額）

①認定申請

②認定書の交付

非営利団体または、
個人が行う文化芸術活動

企業メセナ協議会
助成選考委員会で審査、認定

寄付者

◆企業メセナ協議会における助成認定制度実績

※出典：（社）企業メセナ協議会

音楽、舞踊、演劇、美術、映画、メディア芸術、
文学、芸能、生活芸術

●プロの文化芸術団体・個人
●アマチュアのうちプロ並の芸術活動を行う文化芸術
●団体・個人、将来「プロ」となる素質を持つ個人

●公演、展示　
●公演、展示などを伴う顕彰事業、調査・研究、
　セミナー、ワークショップ　等

分野

活動主体

活動形態



こどもの文化芸術体験活動の推進1
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　子どもたちが、優れた舞台芸術を鑑賞し、芸術文
化団体等による実演指導、ワークショップやこれら
の団体等との共演に参加し、本物の舞台芸術に身近
に触れる機会の提供を行っています。
「本物の舞台芸術体験事業」では、右のような事業を
行っています。

アーツ・カンパニー（福岡県東峰村立東峰中学校）

大阪シンフォニカー交響楽団（宮城県石巻市立
中津山第二小学校）

日本舞踊協会（宮崎市立宮崎小学校）

　子どもたちが、我が国の伝統文化を体験・修得す
るとともに、本物の文化芸術に直接触れ、創造活動
に参加することにより、多くの感動体験を得、感受
性豊かな人間としての育成を図るために、「本物の舞
台芸術体験事業」、「伝統文化こども教室」、「学校の

小・中学校の体育館で実施する事業
（1）優れた舞台芸術の公演
　　

（2）芸術文化団体によるワークショップ
　　

地域における文化の振興
Ⅲ

1. 本物の舞台芸術体験事業

舞台芸術の鑑賞及び芸術文化団体と児童・生
徒の共演を実施
公演種目：合唱、オーケストラ、音楽劇、演劇、文楽、
洋舞、邦楽・邦舞　等

公演の開催にあたって、事前に専門家による共
演のための実演指導や鑑賞指導を実施

文化活動の推進」、「『文化芸術による創造のまち』支
援事業」及び「地域人材の活用による文化活動支援
事業」を『こどもの文化芸術体験活動の推進』（文化
芸術創造プラン）として実施しています。
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Ⅲ
地域における文化の振興

　

　次代を担う子どもたちに対し、土・日曜日などに
おいて、学校、文化施設等を拠点とし、民俗芸能、
工芸技術、邦楽、日本舞踊などを計画的、継続的に
体験・修得できる機会を提供するため、全国各地の
伝統文化の伝承や普及等の活動を行う団体が企画し
て実施する教室を支援しています。

和楽器に触れる体験 （愛知県東海市立名和小学校）地域出身の音楽家によるコンサート
（香川県高松市立栗林小学校）

陶芸家による実演（千葉県旭市立矢指小学校）

山形県鶴岡市　小鼓子ども体験教室

年　度

実施件数

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度

1,551件 2,020件 2,595件 3,365件 4,171件

実施状況

2. 伝統文化こども教室事業

（1）被派遣者：学校が設置されている地域出身の芸
　　術家・伝統芸能の保持者等
（2）対象：小・中・高等学校の児童・生徒、教員及
　　び保護者
（3）具体的内容：講演、実技披露等

　優れた活動を行っている芸術家や伝統芸能の保持
者等を出身地域の学校等に派遣し、優れた技の披露
や、文化活動のすばらしさ、地域の誇りなどについ
ての講話を通して、子どもたちの芸術への関心を高
めます。
　また、子どもたちに文化部活動の成果発表の舞台
を提供することによって、目的意識を持ち文化部活
動に参加することができるようにしています。

　「学校の文化活動の推進」では、左のような事業を
行っています。

3. 学校の文化活動の推進

学校派遣講演

文化部活動の発表機会の充実
（1）全国高等学校総合文化祭（平成 20年度、群馬
　　県で実施）
（2）全国高等学校総合文化祭優秀校公演（国立劇場
　　で実施）
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（1）人材育成：地域文化リーダー（指導者）の育成

（2）団体育成：地域の芸術文化団体の育成

（3）発信交流：シンポジウム等による発信・交流

（4）大学と地域との交流・連携の促進

　

　我が国の文化芸術の源は、全国各地で生まれた
様々な文化芸術活動であり、各地域が文化芸術の創
造、発信、交流を通して活性化を図ることは、我が
国の文化水準の向上につながるものです。地域にお
ける文化芸術活動の環境の醸成や人材の育成に向け
た取組を支援しています。

　
　
　地域の文化芸術人材を活用し、学校での文化芸
術にかかる指導や、放課後や休日等における文化
芸術活動を地域で支援する体制整備を図ります。

ミュージアムタウンヤマグチ 2007（山口県山口市）

（1）実践研究

（2）体験プログラム

4. 「文化芸術による創造のまち」支援事業

5. 地域人材の活用による文化活動支援事業

学校の文化部活動等の促進のため、外部指導者
としての地域人材の発掘・養成・活用の促進に
関する実践研究を行う。
〔演劇部、美術部、写真部、囲碁部、将棋部、華道部、
茶道部、陶芸部、郷土芸能部、コンピュータ部等〕

子どもたちが年間を通じて、地域において様々
な文化芸術に触れ、体験するプログラムを実施
する。
〔美術、工芸、音楽、文芸、演劇、将棋、囲碁、
民俗芸能等〕

対象事業

体験プログラム（石川県金沢市）
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地域における文化の振興

平成19年度全国公立文化施設アートマネジメント研修会
舞台芸術フェア・アートマネジメントセミナー2008

事業内容

アートマネジメント人材の育成2

　アートマネジメントとは、文化の創り手（芸術家）
と受け手（住民等）をつなぐ役割を担うものであり、
公演等の企画・制作・資金の獲得など、文化芸術を
発展させるために不可欠なものです。
　我が国では、これらを担う人材の育成や、優れた
人材の才能を伸ばすことができる環境の整備が課題
となっていることから、アートマネジメント人材等の
育成及び活用について文化審議会文化政策部会にお
いて審議を行い、平成20年2月に審議経過報告がま
とめられました。
　この報告においては、基本的な考え方を示したう
えで現状と課題を検証し、具体的な方策として①アー

公立文化施設の活性化による
地域文化力の発信・交流の推進

3

　公立文化施設の自主的かつ主体的な文化活動が行
われる環境を醸成するため、地域相互の情報提供、
管理運営等に携わる職員の研修を実施します。

トマネジメント人材等の計画的・体系的な育成、②
文化芸術機関におけるアートマネジメント人材等の
活用の推進、③アートマネジメント人材等が活躍で
きる環境の整備を挙げ、さらに国、地方公共団体、
大学等、文化芸術機関等に期待する役割を示してい
ます。
　これらを踏まえ、平成20年度には、アートマネジ
メント人材の育成に関する調査研究として、①アー
トマネジメント人材のニーズに関する調査研究、②
アートマネジメント人材の育成と研修プログラムの
開発に関する調査研究を行うことにしています。

公立文化施設の活性化に資する各種情報の提供、公
立文化施設の取り組みに関する情報の発信及びアー
トマネジメントに関する情報の整備を図るととも
に、公立文化施設の企画・運営力の向上のため、事
業運営等に関する指導助言を行う専門家を派遣する
などの支援を行う。

1
芸術文化情報提供事業

2 公立文化施設と、大学や芸術団体等の相互理解・交
流を図るフォーラムやセミナーを開催する。

舞台芸術フェアの開催

3 公立文化施設の管理運営に携わる職員を対象とした
アートマネジメントに関する研修を実施する。（中
央研修・ブロック別研修（７ブロック）の開催）

アートマネジメント研修

4 公立文化施設の技術職員を対象とした舞台芸術に必
要な知識、技術に関する研修を実施する。（中央研修・
ブロック別研修（７ブロック）の開催）

技術職員研修
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　舞台芸術の鑑賞機会が大都市圏に偏りがちな現状
に鑑み、国民が、居住する地域にかかわらず文化芸
術に触れることができるよう地域における舞台芸術
の鑑賞機会の充実を図ります。併せて、舞台を楽し
むための工夫、演出を加えることにより、舞台芸術
に親しむ機会の少ない人たちの興味、関心を喚起し、
我が国の舞台芸術を振興します。

（1）公演の種類
　　合唱、オーケストラ、オペラ、演劇、古典芸能、
　　ミュージカル、歌舞伎、能楽、文楽・人形劇、
　　洋舞、邦楽・邦舞等
（2）工夫・演出の例
　　舞台のみどころ解説、バックステージツアー、
　　出演者等による講演・ワークショップ等
（3）文化庁負担経費
　　ツアーに要する移動費、宿泊費、運搬費及び解
　　説等に要する経費

◆主な内容

　総合フェスティバル
 
アマチュア文化活動の新たな発展の方向性を示す
オープニングフェスティバルなど。

　シンポジウム 

アマチュア文化活動、地域文化活動等を含めた日本
文化の動向について、様々な側面からテーマを設定して行う
基調講演やパネルディスカッションなど。

　分野別フェスティバル 

民俗芸能、民謡、オーケストラ、合唱、吹奏楽、演劇、
文芸、美術、舞踊、邦楽、生活文化等の分野ごとに、都道府
県などから推薦された団体・企業等を中心として行う公演、
展覧会など。

文化庁、開催地都道府県・市町村、
文化団体等の共催によるもの。

国民文化祭の趣旨に賛同して、全国の地方公共団
体や文化関係団体・企業等の主催・各種開催さ
れる各種公演事業、コンクール、フェスティバル、
展示、講習会など。

主催事業

協賛事業

　国民文化祭は、アマチュアを中心とした国民一般
の様々な文化活動を全国規模で発表する場を提供す
ること等により、文化活動への参加意欲を喚起し、
新たな文化の創造を促し、地方文化の発展と国民生
活のより充実に資することを目的とし、開催される
文化の祭典です。

国民文化祭シンボルマーク（福田繁雄・作）

舞台芸術の魅力発見事業4

国民の芸術文化活動への参加の奨励5

1. 国民文化祭
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地域における文化の振興

20年度実施

開催予定

開催済

第22回国民文化祭・とくしま2007

第23回国民文化祭・いばらき2008
（平成20年11月1日～11月9日、茨城県）

◆国民文化祭　開催都府県及び開催予定府県

回（年度） 都道府県名 回（年度） 都道府県名 回（年度） 都道府県名

 1 回 （S61） 東京 11 回 （H8） 富山 21 回（H18）  山口 

 2 回 （S62） 熊本 12 回 （H9） 香川 22 回（H19）  徳島

 3 回 （S63） 兵庫 13 回 （H10） 大分 23 回（H20）  茨城

 4 回 （H1） 埼玉 14 回 （H11） 岐阜 24 回（H21）  静岡 

 5 回 （H2） 愛媛 15 回 （H12） 広島 25 回（H22）  岡山

 6 回 （H3） 千葉 16 回 （H13） 群馬 26 回（H23）  京都

 7 回 （H4） 石川 17 回 （H14） 鳥取 27 回（H24）  調整中

 8 回 （H5） 岩手 18 回 （H15） 山形 28 回（H25）  山梨

 9 回 （H6） 三重 19 回 （H16） 福岡

 10 回 （H7） 栃木 20 回 （H17） 福井
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20年度実施
開催予定

開催済

第31回全国高等学校総合文化祭島根大会　

◆主な内容

総合開会式 

パレード 

開催部門

式典、交歓会など。

マーチングバンド・バトントワリング部門参加
校を中心とする全国の高校生によるパレード。

演劇、合唱、吹奏楽、器楽・管弦楽、日本音
楽、吟詠剣詩舞、郷土芸能、マーチングバンド、
美術・工芸、書道、写真、放送、囲碁、将棋、
弁論、小倉百人一首かるた、新聞、文芸等。

第32回全国高等学校総合文化祭
（平成20年8月6日～8月10日、群馬県）

◆全国高等学校総合文化祭　開催道府県及び開催予定県
回（年度） 都道府県名 回（年度） 都道府県名 回（年度） 都道府県名

 1 回 （S52） 千葉 13 回 （H1） 岡山 25 回 （H13）  福岡

 2 回 （S53） 兵庫 14 回 （H2） 山梨 26 回 （H14）  神奈川

 3 回 （S54） 大分 15 回 （H3） 香川 27 回 （H15）  福井

 4 回 （S55） 石川 16 回 （H4） 沖縄 28 回 （H16）  徳島

 5 回 （S56） 秋田 17 回 （H5） 埼玉 29 回 （H17）  青森

 6 回 （S57） 栃木 18 回 （H6） 愛媛 30 回 （H18）  京都

 7 回 （S58） 山口 19 回 （H7） 新潟 31 回 （H19）  島根

 8 回 （S59） 岐阜 20 回 （H8） 北海道 32 回 （H20）  群馬

 9 回 （S60） 岩手 21 回 （H9） 奈良 33 回 （H21）  三重

 10 回 （S61） 大阪 22 回 （H10） 鳥取 34 回 （H22）  宮崎

 11 回 （S62） 愛知 23 回 （H11） 山形 35 回 （H23）  福島

 12 回 （S63） 熊本 24 回 （H12） 静岡 36 回 （H24）  富山

　

　高校生の芸術文化活動の向上充実と相互の交流を
深めることをねらいとして、日頃の文化活動の成果
を発表する高校生の文化の祭典です。

2. 全国高等学校総合文化祭
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美術館・歴史博物館の振興6

●登録されても所有権は移転しない。
●美術館において専門家の手により安全かつ
　適切に管理され、5年以上にわたって計画
　的に公開される。
●相続税を納税する際、登録美術品による物
　納を希望する場合は、一般の美術品に比べ
　て物納することが容易になっている。
　（相続税の物納の特例措置）

＜登録美術品の特色＞

登録美術品陳列風景　東京国立近代美術館

＜登録美術品公開までの流れ＞

美術品所有者から文化庁に申請

文化庁の審査
文化庁長官が、美術品に関し広く高い識見を有する者

の意見を参考に、登録の可否を決定

登録美術品の所有者と
美術館の間で公開契約の締結

登録美術品の公開
（国民の美術品を鑑賞する機会の拡大）

　近年、我が国では美術に対する人々の関心が高ま
り、美術館が増加するとともに、美術館を訪れる人
の数も増加しています。しかし、国内には優れた美
術品が数多く存在すると思われますが、それらがす
べて美術館において一般に公開されているわけでは
なく、必ずしも十分に活用されないままになってい
ると考えられます。
　このような状況を踏まえ、平成10年12月に施行
された「美術品の美術館における公開の促進に関す
る法律」に基づき、登録美術品制度が発足しました。
本制度は、個人や法人が所有する優れた美術品を登
録して、美術館で公開することにより、国民が優れ
た美術品を鑑賞する機会を拡大することを目的とし
ています。これまでに28件の美術品が登録されまし
た。（平成20年4月1日現在）

1. 登録美術品制度

米原海雲作「清宵」
（島根県立美術館にて公開）
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芸術拠点形成事業
（ミュージアムタウン構想の推進）

  現在各地で推進されている地域活性化の取組にお
いて、地域文化の中核としての美術館・博物館がそ
の活動を通じて果たす役割は大きく、地域活性化の
取組との連携を視野に入れた活動の具体化が望まれ
ています。
　ミュージアムタウン構想は、美術館・博物館の施
設や運営全体が地域に開かれ、常に人々が集い、人々
に親しまれる、魅力あふれる場を構築することを目
指すものです。
　本事業では、子どもたちに本物の美術・文化財に
触れる機会を提供するとともに、これらの取組を通
じて、地域の文化資源を生かした魅力あるまちづく
りを実現することを目的とし、美術館・歴史博物館
を拠点に、地域の子どもたちが文化芸術体験活動を
行う事業を中心に支援を行います。
　また、平成19年度は51件の事業が実施されました。

2. 質の高い美術館・博物館の館活動の推進

事業者　街かど美術館実行委員会（萬鉄五郎記念美術館）（岩手県）
事業名　街かど美術館　アート＠つちざわ＜土澤＞advance

事業者　学校サテライトワークショップ実行委員会
　　　　（滋賀県立琵琶湖博物館）
事業名　学校サテライトワークショップで博・学・地域連携

事業者　海の博物館（三重県）
事業名　特別展「カキを育てる海－浦村の漁業とカキ養殖の歴史－」
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文化芸術活動等を支える人材の育成7

全国公立文化施設
アートマネージメント研修会

ブロック別公立文化施設
アートマネージメント研修会

全国公立文化施設
技術職員研修会

ブロック別公立
文化施設技術職員研修会

歴史民俗資料館等
専門職員研修

指定文化財（美術工芸品）
企画・展示セミナー

博物館・美術館等
保存担当学芸員研修

埋蔵文化財担当者研修

文化財行政講座

伝統的建造物群
保護行政研修
（基礎コース・実践コース）

文化庁他

文化庁他

文化庁他

文化庁他

文化庁・国立歴史民俗博物館

文化庁

東京文化財研究所

奈良文化財研究所

文化庁

文化庁

全国の公立文化会館の管理運
営担当職員

各ブロックの公立文化会館に
勤務する経験年数の比較的浅
い管理運営担当職員

全国の公立文化会館に勤務す
る舞台技術担当の中堅職員

各ブロックの公立文化会館に
勤務する経験年数の比較的浅
い舞台技術担当職員

歴史民俗資料館・博物館等の
専門職員で実務経験5年未満
の者　50名程度

指定文化財（美術工芸品）を公
開する博物館等の学芸担当者
50名程度

国公私立博物館、美術館等の
学芸員で保存部門の担当者
25名程度

地方公共団体の埋蔵文化財担
当職員等　計170名程度

地方公共団体等の文化財行政
担当職員等で、経験年数3年
未満の者　100名程度

地方公共団体等において伝統
的建造物群の保護行政に携わ
る者等（実践コースは、伝統
的建造物群保存地区制度をす
でに導入している地方公共団
体等で実務経験を有する者）
各40名程度

公演の企画・運営等アートマ
ネージメントに関する研修

公演の企画・運営等アートマ
ネージメントに関する基礎的
研修

照明、音響、舞台機構等舞台
技術に関する研修

照明、音響、舞台機構等舞台
技術に関する基礎的研修

歴史資料、考古資料、民俗資
料等の調査、収集、保存、公
開等に関する必要な専門的知
識、技能の研修

指定文化財（美術工芸品）の
保存・公開に関わる専門的知
識、技能の研修

文化財保存に関する基礎的な
知識及び技術についての講義
・実習

埋蔵文化財の発掘調査に必要
な一般及び専門知識と技術に
関する研修

文化財行政の遂行に必要な基
礎的事項及び実務上の課題に
関する研修

伝統的建造物群保存地区に係
る職務遂行に必要な基礎的事
項に関する研修（実践コース
は、伝統的建造物群の保存に
かかる諸問題に的確に対応す
るために必要な専門的事項に
関する研修）

3日間

2～3日間

3日間

2～3日間

5日間×2ヶ年

5日間×2ヶ年

2週間

研修・課程ごとに
それぞれ異なる

3日間

各3日間

研修名 主催者 期間 対象・人数 内容

　文化会館の職員や美術館・博物館の学芸員など芸
術文化や文化財の保護に携わる職員の資質能力の向
上を図るため、次のような研修を行っています。
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　地域において守り伝えられてきた祭礼行事、                
民俗芸能、伝統工芸等の個性豊かな伝統文化                      
を次世代に継承するため、地域における伝統文化の
一体的かつ総合的な保存・活用を推進する「ふるさと
文化再興事業」を実施しています。                    
　この事業では、都道府県教育委員会が策定する地
域の伝統文化の保存・活用計画の中に盛り込まれた
伝統文化を対象として、伝統文化保存団体等が実施
する①伝承者の養成、②用具等の整備、③映像記録
の作成の事業に対して支援しています。
　ふるさと文化再興事業を活用して、長年の使用に
より老朽化していた太鼓の修理や衣装の新調を行う
ことによって、伝統文化保存団体の今後の伝承活動
に対する意識の高揚につながっています。

1. ふるさと文化再興事業

糠
ぬかづか

塚の勧
かん

請
じょう

縄
なわ

行事（京都府綴喜郡宇治田原町）
勧請縄の製作過程の映像記録作成
（提供：京都府ふるさと文化再興事業推進実行委員会）

波
はなぐすく

名城獅子舞（沖縄県八重瀬町）
獅子舞の衣装の毛の取付け作業

川内の三匹獅子（福島県川内村）
村祭りで獅子舞を披露

年　度

実施件数

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度

701件 508件 462件 495件 594件

実施状況

地域における伝統文化の継承・発展の支援8
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Ⅲ
地域における文化の振興

　文化ボランティア・コーディネーター養成プログ
ラムの開発・実施・普及を行い、継続的に文化ボラ
ンティア・コーディネーターを養成する拠点を各地
域に形成することで、質の高い自立的・継続的な文
化ボランティア活動を推進します。　

1．文化ボランティア支援拠点形成事業

9 文化ボランティアの推進

文化ボランティア全国フォーラム

　各地域で活動する文化ボランティア団体のコー
ディネーターや文化行政担当者、文化ボランティア
実践者などが集まり、情報交換や交流を図ることを
目的として、「文化ボランティア全国フォーラム」を
開催しています。
　また、「市民から文化力」サイト（http://shiminkara.
bunka.go.jp/）では、関係者が情報交換できる場を提
供しています。

2．文化ボランティア全国フォーラム

　関西から地域の文化力を力強く発信し、社会を元気にすることをねらい
として、平成15年8月から文化庁と「関西元気文化圏推進協議会」が推進し
ているプロジェクト。
http://bunka-ryoku.goo.ne.jp/kansai/

1. 関西元気文化圏

10 文化力プロジェクト

　文化には、人々に元気を与え地域社会を活性化さ
せて、魅力ある社会づくりを推進する力があります。
　文化庁では、各地域の「文化力」を盛り上げ、社会
全体を元気にしていくためのプロジェクトを、各地
域の関係者と協働して推進しています。これらの取
組は、地域の人と人、人と文化をつなぎ、さらには
観光や経済活動にも大きな刺激を与え、社会を活性
化させるものとして高い注目を集めています。それ

ぞれのプロジェクトにおいて、「文化力」ロゴマーク
やホームページを活用した広報活動など、「文化力」
を発信するための取組を幅広く展開しており、現在、
次の6つ（地域別４つ、テーマ別２つ）のプロジェクト
が展開されています。

　文化庁では、「文化芸術に自ら親しむとともに、他
の人が親しむのに役立ったり、お手伝いするような
活動を「文化ボランティア活動」ととらえ、文化ボラ
ンティアを推進し、各地域で多様な活動が行われる
よう、環境整備を図っています。
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　霞が関から、文化がもたらす豊かさなどをアピールし、社会を元気にし
ていくことをねらいとして、平成20年3月に開始したプロジェクト。
http://www.bunka.go.jp/bunkaryoku_project/kasumigaseki/index.html

4. 「霞が関から文化力」プロジェクト

　アートNPOや文化ボランティアなどの「市民による文化芸術に自ら
親しむとともに、他の人が親しむのに役立ったり、お手伝いするような
活動」が、各地域及び日本の文化を支えていることを広く PRし、全国
各地域での活動を一層盛り上げていくことをねらいとして、平成 20 年
2 月に開始したプロジェクト。
http://shiminkara.bunka.go.jp/

6. 市民から文化力プロジェクト

　丸の内地区で働く人々の芸術文化に触れる機会を増やすことなどによ
り、地域の文化力を高め、文化力で社会を元気にしていくことをねらいと
して、平成16年5月から「大手町・丸の内・有楽町地区再開発計画推進協議会」
と文部科学省が推進しているプロジェクト。
http://www.marunouchi.com/bunka/

2. 丸の内元気文化プロジェクト

　国宝･重要文化財などの文化財建造物の保存修理事業の修理現場公開事
業や保存修理に関する普及・広報活動を行うことで、文化財建造物が、各
地域の「文化力」を盛り上げ、地域振興の核となることをねらいとして、平
成19年6月に開始したプロジェクト。
http://www.bunka.go.jp/bunkazai/bunkaryoku/

5. 修理現場から文化力プロジェクト

　九州・沖縄・山口から地域の文化力を力強く発信し、社会を元気にして
いくことをねらいとして、平成18年9月から文化庁と「九州･沖縄文化力推
進会議」が推進しているプロジェクト。
http://bunka-ryoku.goo.ne.jp/kyushu/

3. 九州・沖縄から文化力プロジェクト



文化財の保護の仕組み1

　文化財は、我が国の歴史や文化を正しく理解する
ためになくてはならないものであると同時に、将来
の文化の向上発展の基礎となるものであり、このよ
うな国民的財産である文化財の適切な保存・活用を
図ることは大変重要なことです。
　このため、国は、文化財保護法に基づき、文化財
のうち重要なものを指定・選定し、現状変更、修理、
輸出などに一定の制限を課す一方、有形の文化財（美
術工芸品、建造物、民俗資料等）については保存修理、
防災、買上げ等により、また、無形の文化財（芸能、
工芸技術、風俗慣習、民俗芸能等）については伝承
者養成や記録作成等に対して助成するなど、保存と
活用のために必要な様々な措置を講じています。
　また、近年の国土開発、生活様式の変化等により
保護の必要性が高まっている近代を中心とする文化
財（有形文化財、有形民俗文化財、記念物）等を対象
とし、指定制度よりも緩やかな保護措置を講じる登
録制度を設けています。登録制度は、保存と活用が
特に必要な文化財を国が登録し、届出制と指導・助言・
勧告を基本として、所有者による自主的な保護を図
り、指定制度を補完するものです。　
　さらに、文化財の保存のために欠くことのできな
い伝統的な技術又は技能で保存の措置を講ずる必要
があるものを選定保存技術として選定、土地に埋蔵
されている文化財についても埋蔵文化財として発掘
に関する一定の制限を課すなどの保護のための措置
を行っています。
　文化財の指定・選定及び登録は、文部科学大臣が
文化審議会に諮問し、その答申を受けて行うことと
なっています。文化財等を種類ごとに整理すると右
図のようになります。
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※１　重要文化財の件数は国宝の件数を含む
※２　史跡名勝天然記念物の件数は、特別史跡名勝天然記念物を含む
※３　工芸技術の各個認定者は重複認定があり、実員数は56人となる
※４　選定保存技術については保存団体に重複認定があるため、実団体
　　　件数は24団体

◆国指定文化財等件数一覧 平成20年4月1日現在

※１

※2　

※3　

※4　

重要文化財（うち国宝）

建造物

美術工芸品

重要無形文化財

　　　　　　　各個認定

　　　　　　　総合認定

　　　　　　　各個認定

　　　　　　　保持団体認定

重要有形民俗文化財

重要無形民俗文化財
史跡名勝天然記念物
（うち特別史跡名勝天然記念物）

　史跡

　名勝

　天然記念物

　　

重要文化的景観

重要伝統的建造物群保存地区

登録有形文化財（建造物）

登録有形文化財（美術工芸品）

登録有形民俗文化財

登録記念物

選定保存技術

　　　　　　　　　 保持者

　　　　　　　　　 保存団体　

芸能

工芸技術

12,611件

2,328件

10,283件

38件

11件

43件

14件

206件

257件

2,849件

1,597件

311件

941件

7件

80地区

6,824件

6件

10件

28件

47件

24件

（1,074件）

（213件）

（861件）

（56人）

（11団体）

（55人）

（14団体）

（161件）

（60件）

（29件）

（72件）

　

（51人）

（26団体）

指定

選定

登録

保持者・団体

文化財ではないが保護対象となるもの

保持者・団体

文化財の保存と活用
Ⅳ
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◆文化財の体系図

専門調査会

文化審議会
（文化財分科会）

調
査

文
部
科
学
大
臣

文
部
科
学
大
臣

指
定
等

指
定
書
等
の
交
付

諮
問

答
申

官
報
告
示

所
持
者
へ
の
通
知

調査依頼 調査報告

◆文化財の指定・登録・選定を受けるまで

指定
（特に重要なもの）
重要有形民俗文化財

［遺跡］貝塚、古墳、都城跡、旧宅等
［名勝地］庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳等
［動物、植物、地質鉱物］

有形文化財
［建造物］
［美術工芸品］絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、
古文書、考古資料、歴史資料等

［有形の民俗文化財］無形の民俗文化財に用いられる衣服、
器具、家屋等
［無形の民俗文化財］衣食住・生業・信仰・年中行事等に関
する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術

［演劇、音楽、工芸技術等］

（特に重要なもの）

（特に重要なもの）

指定 指定重要文化財
（重要なもの） （特に価値の高いもの）

国宝

（特に重要なもの）
重要無形民俗文化財

登録
（保存と活用が特に必要なもの）

登録有形民俗文化財

指定 指定 特別史跡記念物
（重要なもの）

史跡

登録
（保存と活用が特に必要なもの）

登録記念物

選定市町村が
決定伝統的建造物群 伝統的建造物群

保存地区

（価値が特に高いもの）
重要伝統的建造物群

保存地区

文化財

登録
（保存と活用が特に必要なもの）

登録有形文化財

（特に重要なもの）
指定

（重要なもの）
天然記念物 特別天然記念物

選定文化的景観
（特に重要なもの）
重要文化的景観

［棚田、里山、用水路等］

［宿場町、城下町、農漁村等］

［建造物］［美術工芸品］

選択 記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財（特に必要のあるもの）

民俗文化財

選択 記録作成等の措置を講ずべき無形文化財（特に必要のあるもの）

埋蔵文化財
［土地に埋蔵されている文化財］

［文化財の保存に必要な材料製作、修理・修復の技術等］
文化財の保存技術 選定 選定保存技術

（保存の措置を講ずる必要があるもの）

指定
（重要なもの）

名勝 特別名勝

指定無形文化財
（重要なもの）
重要無形文化財
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◆文化財保護法等における国、地方公共団体、所有者、国民の主な役割

文化財

●文化財保護法の制定
●重要な文化財の指定、選定、保存と活用が特に必要な文化財の登録
●指定文化財の所有者に対する管理、修理、公開に関する指示、命令、
　勧告
●指定文化財の現状変更等の規制、輸出の制限、現状回復命令
●指定文化財の管理、修理、公開等に関する所有者等への補助
●文化財の公有化に対する地方公共団体への補助
●指定文化財等に係る課税上の特例措置の設定
●博物館、劇場等の公開施設、文化財研究所の設置、運営

国

●文化財保護条例の制定
●重要な文化財の指定、選定等（国指定等を除く）
●指定文化財の所有者等に対する管理、修理、公開に関する指示、勧
　告及び現状変更等の制限
●指定文化財の管理、修理、公開等に関する所有者等への補助
●文化財の保存・公開のための施設の設置、運営
●文化財の学習活動、愛護活動、伝承活動など文化財保護のための地
　域活動の推進
●管理団体として国指定文化財の管理、修理等

地方公共団体

●国及び地方指定文化財等に関し、所有者の変更、滅失、毀損、所在
　の変更等に係る届け出
●文化財の管理、修理
●文化財の公開
●重要文化財等の譲渡に際しての国に対する売渡の申出

所有者等

●国及び地方公共団体の行う文化財保護の活動への協力
●遺跡の発見に関する届け出
●周知の埋蔵文化財包蔵地における発掘に際する届け出
●埋蔵文化財調査のための発掘に際する届け出

国民
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◆国宝・重要文化財（建造物）時代別指定・棟数

重要文化財　早稲田大学大隈記念講堂（東京都新宿区）

重要文化財　千葉家住宅（岩手県遠野市）

　建造物、絵画、工芸品、彫刻、書跡、典籍、古文書、
考古資料、歴史資料などの有形の文化的所産で、我
が国にとって歴史上、芸術上、学術上価値の高いも
のを総称して有形文化財と呼んでいます。このうち、
建造物以外のものを総称して「美術工芸品」と呼んで
います。
　国は有形文化財のうち重要なものを重要文化財に
指定し、さらに世界文化の見地から特に価値の高い
ものを国宝に指定して保護しています。また、指定
制度を補完するものとして、緩やかな保護措置を講
じる登録制度が設けられています。

1．建造物

件数 棟数種類別
神社
寺院
城郭
住宅

その他

宗教施設
住居施設
学校施設
文化施設
官公庁舎
商業・業務
産業・交通・土木
その他

（注）（　)内は国宝で内数

近
世
以
前
の
分
類

近
代
の
分
類

民家

小計

小計
合計

562

843

52

94

338

192

2,081

（36）
（154）
（8）
（12）

（3）
（213）

20

63

38

29

20

18

55

4

247

2,328

     

（213）

22

208

65

37

25

23

172

10

562

4,210

     

（257）

1,153

1,103

234

150

746

262

3,648

（58）
（160）
（16）
（20）

（3）
（257）

1. 有形文化財

　国宝・重要文化財には、平成20年4月１日現在、
2,328件、4,210棟（うち国宝213件、257棟）の建造物
が指定されています。これらの建造物については、
現状変更を行う場合に、文化財保護法の規定により
文化庁長官の許可を要することとされています。ま
た、適切な時期に大小の保存修理が必要であり、修
理事業は所有者または管理団体が行いますが、大半
は国の補助事業として実施されています。我が国の
歴史的建造物は多くが木で造られており、茅や檜皮
のような植物性の屋根を有するものを多数含んでい
て、火災に対し極めて脆弱です。このため、文化庁
では、防災設備の設置について必要な補助を行うこ
となどによりその保護を図っています。
　また、近代では、我が国の近代化の過程で生み出
された貴重な文化遺産でありながらも、社会の変化
のなかで急速に失われつつある近代の建造物につい
て、所在の特定やその特徴を明らかにするための全
国的な調査を行っています。こうした調査の成果に
基づいて重要文化財に指定された近代の建造物も増
えつつあります。

平成20年4月1日現在
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　平成8年の文化財保護法改正によって、保存及び活
用のための措置が特に必要とされる文化財建造物を、
文部科学大臣が文化財登録原簿に登録する文化財登
録制度が導入されました。この制度は、近年の国土開
発、都市計画の進展、生活様式の変化等により、社会
的評価を受ける間もなく消滅の危機に晒されている多
種多様かつ大量の近代を中心とする文化財建造物を
後世に幅広く継承していくため、届出制と指導・助言
を基本とする緩やかな保護措置を講じる制度であり、
従来の指定制度を補完するものです。
　住宅や公共建築などの建築物をはじめ、橋や堤防
などの土木構造物、塀や櫓などの工作物など様 な々建
造物が登録され、平成17年12月には登録件数が5,000
件を越えました。平成20年4月1日現在6,824件が登
録され、その所在は47都道府県693市町村（区）に及ん
でいます。

登録有形文化財　美保関灯台（島根県松江市）

登録有形文化財
スミス記念堂（旧須美壽記念禮拜堂）（滋賀県彦根市）

「文化財愛護シンボルマーク」は、文化財愛護運動を全国的に展開するため、公
募により、昭和 41 年 5月に定められたものです。このシンボルマークは、広げ
た両方の手のひらのパターンによって日本建築の重要な要素である斗

ときょう

栱（組物）
のイメージを表し、これを三つ重ねることにより、文化財という民族の遺産を、過去・
現在・未来にわたり永遠に伝承していくという愛護精神を象徴したものです。

文化財愛護シンボルマーク



37

重要文化財　木造獅子頭 登録有形文化財
松原文庫（松原恭護）蒐集仏書資料

　美術工芸品の国による指定は、古社寺保存法の施
行された明治30年に始まり、現在の文化財保護法の
下で、平成20年4月1日現在、10,283件（うち国宝861件）
の指定が行われています。
　国宝・重要文化財の管理・修復は、所有者または
管理団体（指定文化財の適正な管理を行うため文化
庁長官により指定された地方公共団体、その他の法
人）が行うこととされています。国宝・重要文化財（美
術工芸品）の所有者別件数は、社寺所有のものが約
60％を占めています。
　これらの指定文化財については、現状を変更し、
あるいはその保存に影響を及ぼす行為をしようとす
る場合、許可を要することとされており、また、海
外展等のため必要と認めて許可した場合を除き輸出
が禁止されています。国は、その保存や修理等に対
して国庫補助を行うなどの援助を行っており、文化
庁長官は、その管理・修理や公開などに関して指示
を行うことができることとされています。
　また、平成17年4月から美術工芸品の分野にも文
化財登録制度が導入され、平成20年4月1日現在、
松原文庫をはじめ、6件の登録が行われています。

2．美術工芸品

◆国宝・重要文化財種別件数

件数

（157）

（126）

（252）

（223）

（59）

（42）

（2）

（861）

1,952

2,623

2,410

1,860

722

564

152

10,283

区分

絵画

彫刻

工芸品

書跡・典籍

古文書

考古資料

歴史資料

計

平成20年4月1日現在

（注）（　）内は国宝で内数

国宝
北海道函館市著保内野遺跡出土
土偶

重要文化財
白繻子地紅梅文様描絵小袖　酒井包一画
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重要無形文化財「人形浄瑠璃文楽太夫」
保持者　尾﨑忠男（芸名：竹本綱大夫）

平成20年4月1日現在

◆重要無形文化財指定及び同保持者等認定件数

件数
種類

雅楽

能楽

文楽

歌舞伎

組踊

音楽

舞踊

演芸

小計

陶芸

染織

漆芸

金工

木竹工

人形

手
て す き わ し

漉和紙
小計

合計

各個認定

0

7

3

4

2

19

1

2

38件

10

14

5

7

2

2

3

43件

81件

総合認定・
保持団体認定

1

1

1

1

1

6

0

0

11件

3

7

1

0

0

0

3

14件

25件

芸　

能

区
分

工
芸
技
術

　演劇、音楽、工芸技術、その他の無形の文化的所
産で我が国にとって歴史上または芸術上価値の高い
ものを「無形文化財」といいます。無形文化財は、人
間の「わざ」そのものであり、具体的にはそのわざを
体得した個人または個人の集団によって体現されま
す。
　国は、無形文化財のうち重要なものを重要無形文
化財に指定し、同時に、これらのわざを高度に体現
しているものを保持者または保持団体に認定し、我
が国の伝統的なわざの継承を図っています。保持者
等の認定には、「各個認定」、「総合認定」、「保持団
体認定」の３方式がとられています。
　重要無形文化財の保護のため、国は、各個認定の
保持者に対し特別助成金（年額２００万円）を交付し
ているほか、保持団体、地方公共団体等の行う伝承
者養成事業、公開事業等に対しその経費の一部を助
成しています。また、工芸技術の分野の各個認定保
持者の「わざ」と文化財を守る技術について、作品や
関係資料等を公開する展覧会を開催し、こうした技
を守り伝えていくことへの理解の促進を図っていま
す。さらに、国立劇場においては、能楽、文楽、歌
舞伎、組踊、演芸等の芸能に関して、それぞれの後
継者養成のための研修事業等を行っています。

重要無形文化財「青磁」
保持者　中島宏

2. 無形文化財



39

◆重要有形民俗文化財指定件数
平成20年4月1日現在

種　類 件　数

28

87

18

1

1

36

7

23

3

2

206

衣食住に用いられるもの

生産、生業に用いられるもの

交通、運輸、通信に用いられるもの

交易に用いられるもの

社会生活に用いられるもの

信仰に用いられるもの

民俗知識に関して用いられるもの

民俗芸能、娯楽、遊戯に用いられるもの

人の一生に関して用いられるもの

年中行事に用いられるもの

合　計

◆重要無形民俗文化財指定件数
平成20年4月1日現在

種　類 件　数

100

150

257

風俗慣習

民俗芸能

7民俗技術

合　計

　民俗文化財には、衣食住、生業、信仰、年中行事
等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれ
らに用いられる衣服、器具、家屋、その他の物件な
ど人々が日常生活の中で創造し、継承してきた有形･
無形の民俗文化財があり、我が国民の生活の推移を
理解するうえで欠くことのできないものです。
　国は、このような有形･無形の民俗文化財のうち特
に重要なものを「重要有形民俗文化財」、「重要無形
民俗文化財」に指定し、その保護を図っています。
　重要有形民俗文化財については、その修理や管理
に関する事業、保存活用施設や防災施設など保存・
活用のために必要な施設の設置等の事業に対して補
助を行っており、重要無形民俗文化財については、
伝承者の養成や用具等の修理・新調などの事業に対
して補助を行っています。また、国指定の有無を問
わず、地方公共団体等が行う有形･無形の民俗文化
財の調査事業や無形の民俗文化財の周知事業、伝承
教室・講習会・発表会の開催などの事業、映像記録
の作成などの活用事業に対して補助しています。
　このほか、国際民俗芸能フェスティバルを開催し、
我が国の民俗芸能への理解を深めるとともに、民俗文
化財の保存・伝承、文化の国際交流を図っています。
　また、重要有形民俗文化財以外の有形の民俗文化
財のうち、保存及び活用のための措置が特に必要と
されるものを「登録有形民俗文化財」として登録して
います。重要無形民俗文化財以外の無形の民俗文化
財のうち、特に記録作成などを行う必要のあるもの
については、「記録作成等の措置を講ずべき無形の
民俗文化財」に選択し、必要に応じて国が記録を作
成したり、地方公共団体が行う記録作成事業に対し
補助を行っています。

重要有形民俗文化財「野州麻の生産用具」（栃木県立博物館
保管）

重要無形民俗文化財「能登の揚浜式製塩の技術」
（石川県珠州市）

3. 民俗文化財
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史跡　埴科古墳群（森将軍塚古墳）（長野県千曲市）

◆天然記念物の種類別指定件数
平成20年4月1日現在

（注）（　）内は特別天然記念物
　　で内数

動物
植物
地質鉱物
天然保護区域
      合計 

192

541

226

23

982

（21）
（30）
（20）
（4）
（75）

分類 件数

◆史跡の種類別指定件数

（注）（　）内は特別史跡で内数

分類

貝塚・古墳等
都城跡等
社寺跡等
学校その他教育・学術・文化に関する遺跡
医療施設その他社会・生活に関する遺跡
交通施設その他経済・生産活動に関する遺跡
墳墓・碑等
旧宅・園池等
外国及び外国人に関する遺跡
                     　 合計

652   （14）
344  （19）
268  （14）
  24  （3）
   6　　
165  （2）
  75  （3）
  82  （6）
   7　
1,623 （61）

件数
平成20年4月1日現在

◆名勝の種類別指定件数
平成20年4月1日現在

（注）（　）内は特別史跡で内数

分類 件数
庭園
公園
橋梁
花樹
松原
岩石・洞穴
峡谷・渓流
瀑布
湖沼
浮島
湧泉
海浜
島嶼
砂嘴
山岳
丘陵・高原・平原
河川
展望地点
      合計

193

7

2

13

6

14

34

9

2

1

1

30

8

1

15

2

1

10

349

（23）

（1）

（5）

（1）

（2）
（1）
（2）

（35）

　記念物とは以下の文化財の総称です。
①貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅等の遺跡で我
が国にとって歴史上又は学術上価値の高いもの
②庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳等の名勝地で我が
国にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの
③動物、植物及び地質鉱物で我が国にとって学術上
価値の高いもの
　国は、これらの記念物のうち重要なものをこの種
類に従って、「史跡」、「名勝」、「天然記念物」に指定し、
保護を図っています。そのうち特に重要なものにつ
いては、それぞれ「特別史跡」、「特別名勝」、「特別天
然記念物」に指定します。
　史跡等に指定されたものについては、現状を変更
し、あるいはその保存に影響を及ぼす行為をしよう
とする場合、文化財保護法により、文化庁長官の許
可を要することとされています。また、地方公共団
体が国庫補助を受けてその土地等を買い取ることに
より実質的な補償に配慮するとともに、史跡等の保
存・活用を広く図るため、国庫補助によりその整備
を行っています。
　また、開発等により保護の必要が高まっている近
代の記念物に対して、届出制と指導等を基本とする
緩やかな保護措置を講じ、所有者の自主的な保護を
図る「登録記念物」の制度が導入され、平成20年4月
1日現在28件が登録されています。

名勝　三渓園（神奈川県横浜市） 天然記念物　小笠原南島の沈水カルスト地形
（東京都小笠原村）

4. 記念物
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　平成17年の文化財保護法改正により、「地域にお
ける人々の生活又は生業及び当該地域の風土により
形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解
のため欠くことのできないもの」として文化的景観が
文化財の一類型として位置付けられました。国は、
都道府県又は市町村の申出に基づき、必要な保護の
措置が講じられている文化的景観のうち特に重要な
ものを重要文化的景観に選定することができるとさ
れています。
　国は、当該文化的景観の歴史的変遷・自然的環境
及び生活・生業等の調査事業、測量・図化を含め重
要文化的景観選定の申出に必要な保存計画策定事業
に対して、その経費の一部を補助しています。さらに、
重要文化的景観に選定されたものについて、復旧修
理・修景や防災工事・説明板の設置等を行う整備事
業、地域住民等が参加する勉強会や公開講座・ワー
クショップの開催等にかかる普及・啓発事業に対し
て、その経費の一部を補助しています。
　平成20年4月1日現在、重要文化的景観は、全国
で7件選定されています。

重要文化的景観　高島市海津・西浜・知内の水辺景観
（滋賀県高島市）

重要文化的景観　一関本寺の農村景観（岩手県一関市） 

5. 文化的景観

◆重要文化的景観一覧
平成20年4月1日現在

近江八幡の水郷
一関本寺の農村景観
アイヌの伝統と近代開拓による沙流川流域の文化的景観
遊子水荷浦の段畑
遠野　荒川高原牧場
高島市海津・西浜・知内の水辺景観
小鹿田焼の里

滋賀県近江八幡市
岩手県一関市
北海道沙流郡平取町  
愛媛県宇和島市
岩手県遠野市
滋賀県高島市
大分県日田市

所在名称
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◆重要伝統的建造物群保存地区一覧

函館市元町末広町 
弘前市仲町
黒石市中町
金ケ崎町城内諏訪小路
仙北市角館 
下郷町大内宿
六合村赤岩
川越市川越
香取市佐原
佐渡市宿根木
高岡市山町筋
南砺市相倉
南砺市菅沼
金沢市東山ひがし
加賀市加賀橋立
若狭町熊川宿
早川町赤沢
東御市海野宿
南木曾町妻籠宿
塩尻市奈良井
塩尻市木曾平沢
白馬村青鬼
高山市三町
高山市下二之町大新町
美濃市美濃町
恵那市岩村町本通り 
白川村荻町
亀山市関宿
大津市坂本
近江八幡市八幡
東近江市五個荘金堂
京都市上賀茂
京都市産寧坂
京都市祇園新橋
京都市嵯峨鳥居本
南丹市美山町北
与謝野町加悦
伊根町伊根浦
富田林市富田林
神戸市北野町山本通
篠山市篠山
豊岡市出石
宇陀市松山
橿原市今井町
湯浅町湯浅
倉吉市打吹玉川
大田市大森銀山
大田市温泉津
倉敷市倉敷川畔
高梁市吹屋
竹原市竹原地区
呉市豊町御手洗
萩市堀内地区
萩市平安古地区
萩市浜崎

港町 
武家町　
商家町
武家町 
武家町 
宿場町
山村・養蚕集落
商家町
商家町
港町
商家町
山村集落
山村集落
茶屋町
船主集落
宿場町
山村・講中宿
宿場・養蚕町
宿場町
宿場町
漆工町
山村集落
商家町
商家町
商家町
商家町 
山村集落
宿場町
里坊群・門前町 
商家町
農村集落
社家町
門前町
茶屋町 
門前町
山村集落
製織町
漁村
寺内町・在郷町
港町
城下町
城下町
商家町
寺内町・在郷町
醸造町
商家町
鉱山町
港町・温泉町
商家町
鉱山町
製塩町
港町
武家町
武家町
港町

北海道
青森　
青森
岩手
秋田 
福島
群馬
埼玉
千葉
新潟
富山
富山
富山
石川
石川
福井
山梨
長野
長野
長野
長野
長野
岐阜
岐阜
岐阜
岐阜  
岐阜
三重
滋賀 
滋賀
滋賀
京都
京都
京都 
京都
京都
京都
京都
大阪
兵庫
兵庫
兵庫
奈良
奈良
和歌山
鳥取
島根
島根
岡山
岡山
広島
広島
山口
山口
山口

 1 
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

柳井市古市金屋
美馬市脇町南町
三好市東祖谷山村落合
丸亀市塩飽本島町笠島
内子町八日市護国
室戸市吉良川町
朝倉市秋月
八女市八女福島
うきは市筑後吉井
有田町有田内山
嬉野市塩田津
鹿児島市浜庄津町浜金屋町
鹿児島市浜中町八本木宿
長崎市東山手
長崎市南山手
雲仙市神代小路
日田市豆田町
日南市飫肥
日向市美々津
椎葉村十根川
出水市出水麓
薩摩川内市入来麓
知覧町知覧
渡名喜村渡名喜島
竹富町竹富島

商家町
商家町
山村集落
港町
製蝋町
在郷町
城下町
商家町
在郷町
製磁町
商家町
港町・在郷町
醸造町
港町
港町
武家町
商家町
武家町
港町
山村集落
武家町
武家町
武家町
島の農村集落
島の農村集落

山口
徳島
徳島
香川
愛媛
高知
福岡
福岡
福岡
佐賀
佐賀
佐賀
佐賀
長崎
長崎
長崎
大分
宮崎
宮崎
宮崎
鹿児島
鹿児島
鹿児島
沖縄
沖縄

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

　昭和50年の文化財保護法の改正によって伝統的建
造物群保存地区の制度が発足し、城下町、宿場町、
門前町など全国各地に残る歴史的な集落・町並みの
保存が図られるようになりました。市町村は、伝統
的建造物群保存地区を定め、また、地区内の保存事
業を計画的に進めるため、保存条例に基づき保存計
画を定めます。国は市町村からの申出を受けて、わ
が国にとって価値が高いと判断されるものを重要伝
統的建造物群保存地区に選定します。
　選定による新たな規制は生じません。選定により

価値を認めることで、文化庁や都道府県教育委員
会は、市町村の保存の取り組みに対して指導・助
言ができるようになります。また、市町村が行う修
理修景事業、防災設備の設置事業、案内板の設置
事業等に対して財政的援助を行うほか、税制優遇
措置を設けるなどして市町村を支援しています。
　平成20年4月1日現在、重要伝統的建造物群保
存地区は、69市町村で80地区（合計面積約3,019.4ha）
あり、約14,600件の建造物が保存すべき伝統的建
造物として特定されています。

6. 伝統的建造物群保存地区
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選定保存技術「表具用手漉和紙（補修紙）製作」
保持者　江渕榮貫

　我が国では現在約46万ヶ所の遺跡が知られていま
す。遺跡は先人たちが営んできた生活の直接的な証
であり、記録だけでは知ることのできない歴史と文
化を生き生きと物語る、国民共有の貴重な歴史的財
産です。
　このような貴重な埋蔵文化財を保護するために、
調査に際して遺跡の発掘を行う場合や、埋蔵文化財
包蔵地において土木工事を行う場合には、届け出等
が必要です。また、開発事業により埋蔵文化財を現
状のまま保存することができない場合、開発事業者
に経費負担の協力を求めて、記録保存の発掘調査を
実施します。ただし、個人の住宅建設など、経費負
担を求めることが適当でない場合には、国庫補助に
より地方公共団体が調査を行うこととしています。

　発掘等により出土品が発見された場合、所有者が
明らかなときを除き、発見者は警察署長へ差し出さ
なければなりません。警察署長は、差し出された物
件が文化財と認められるときは、都道府県、指定都
市又は中核市の教育委員会に提出することとされて
います。
　都道府県等の教育委員会は、当該物件が文化財で
あるかどうかを鑑査します。文化財と認められたも
ので所有者が判明しないものについては、原則とし
て、都道府県に帰属します。

出土品の取り扱い

発掘調査風景
（提供：千葉県教育委員会）

　昭和50年の文化財保護法の改正によってこの制度
が設けられ、文化財の保存のために欠くことのでき
ない伝統的な技術または技能で保存の措置を講ずる
必要のあるものを、文部科学大臣は選定保存技術と
して選定し、その保持者及び保存団体を認定してい
ます。
　国は、選定保存技術の保護のため、自ら記録の作
成や伝承者の養成等を行うとともに、保持者、保存
団体等が行う技術の錬磨、伝承者養成等の事業に対
し必要な援助を行っています。また、選定保存技術
関連シンポジウムを行い、広く一般の方々に広報・
普及を行っています。こうした活動をとおして文化
財の修理等を行う技術者及び技能者の確保を図って
います。

7. 文化財保存技術

8. 埋蔵文化財
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文化財分野における国際交流・協力の推進2

　文化財は人類共通の財産であり、その保護のため
には国際的な交流・協力が不可欠です。このため、
文化庁では、以下のような取組を行っています。

　紛争や自然災害により被災した文化財を保護する
ため、当該国からの要請を踏まえ、我が国の専門家
の派遣及び相手国の専門家の招へいを行うなど、緊
急の取組を行うため、「文化遺産保護国際貢献事業」
を実施しています。これまで次の事業を実施してき
ました。

　平成18年6月20日、文化庁、外務省、教育研究機
関、独立行政法人及び民間助成団体等によって構成
される文化遺産国際協力コンソーシアムが発足しま
した。

　（独）国立文化財機構東京文化財研究所では、文化
遺産国際協力センターを中心に、敦煌（中国）、アン
コール（カンボジア）、バーミヤン（アフガニスタン）な
どを対象にした調査研究などの協力事業を実施して
います。また、各国の文化財保存修復関係者を招へ
いし、研修やセミナーを実施しています。

●アフガニスタン国立公文書館所蔵の文字文化財
　保存支援（H16～H18）
●インドネシア･アチェ州立公文書館への支援（H17～H18）
●ベトナム・タンロン皇城遺跡への専門家派遣（H17～）
●インドネシア・ジャワ島中部地震被災状況調査支援
　（H18～H19）

　平成18年6月に海外の文化遺産の保護に係る我が
国の国際協力について、国や教育研究機関の果たす
べき責務、基本方針の策定、関係機関の連携の強化
などの講ずべき施策について定められている「海外の
文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する

法律」が成立しました。平成19年12月には国や研究
機関、文化遺産国際協力コンソーシアム等の役割の
ほか、重点地域をアジアとすることや経済協力との
連携強化等について盛り込んだ基本方針を策定しま
した。

1. 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律

3. 文化遺産国際協力コンソーシアム

4. 文化財保存修復研究協力

2. 文化遺産保護国際貢献事業

　効率的・効果的な文化遺産国際協力を推進するた
め、ネットワークの構築、情報の収集・提供、調査
研究、広報・普及活動等を主な活動とし、海外の文
化遺産保護に関する国内の連携及び協力の強化に取
り組んでいます。

　一方、諸外国の博物館等が所蔵する我が国の古美
術品は、保存修復に関する専門家が不在であること
から定期的な修理がなされず、経年による劣化によ
りその保存状況が悪化しているものが多数あります。
このため、在外古美術品の調査を行うと共に、平成
3年度からその修復協力を実施しています。



　　文化財の保存修復、国際協力の分野で長年の経
験を有するイタリアと文化財交流を進めています。
平成18年2月には、文化庁、イタリア大使館、朝日
新聞社の共催で日伊シンポジウム「人類の文化遺産－
国際協力で守る」を東京で開催しました。
　平成19年3月には、ルテッリ・イタリア文化財・
文化活動大臣（副首相）と伊吹文部科学大臣（当時）が
日・イタリア文化遺産国際協力の文書（ROD）に署名
しました。それに基づき、平成20年3月には、「第1
回日本・イタリア文化財保護協力事務レベル会合」を
開催しました。この会合では、第三国に対する協力、
壁画の保存修復と活用の調和に関する協力、紙の修
復に関する協力、文化的景観及び歴史的街区の保護
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（独）国立文化財機構東京文化財研究所
http://www.tobunken.go.jp/index-J.html

（財）ユネスコ・アジア文化センター文化遺産保護協力
事務所
http://www.nara.accu.or.jp/

署名後、握手をするルテッリ・イタリア文化財・文化活動大臣と伊吹
文部科学大臣（当時）

平成19年度日本古美術海外展「日本陶芸の名宝」 
（於ポルトガル　ソアレス・ドス・レイス国立美術館） 

　文化財を通じた国際交流は、国家間の文化の交流
や相互理解の増進に寄与するものです。文化庁では、
我が国の優れた文化財を外国に紹介し、日本の歴史、
文化に対する理解を深め、国際文化交流を推進する
ため、昭和26年以降、国宝・重要文化財を含む日本
古美術展を継続的に実施しています。

日本古美術品海外展

5. 二国間文化遺産国際交流

6. 海外展

アフガニスタンにおける文化遺産国際協力（提供：東京文化財研究所）

に関する協力等に関する議論が行われ、今後、これ
らに係る共同プロジェクトを推進していく予定です。

　更に、平成11年度から奈良県、奈良市、（財）ユネ
スコ・アジア文化センター文化遺産保護協力事務所
の協力を得て、アジア太平洋地域の専門家を招き研
修を実施しています。（平成19年度：28人）
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　世界遺産条約は、地球上に存在する様々な文化遺
産、自然遺産を世界の全ての人にとってかけがえの
ない遺産として保護していこうとする考えから、昭
和47年にユネスコ総会で採択されました。平成19年
11月現在185か国が締結しており、日本は平成4年
に締結しています。
　世界遺産委員会では、世界各国からの推薦に基づ
き、顕著な普遍的価値を有する遺産を世界遺産に登
録しています。
　日本では既に文化遺産11件、自然遺産3件の合計
14件が世界遺産に記載されています。

世界文化遺産　日光の社寺（栃木県日光市）

世界文化遺産　石見銀山遺跡とその文化
的景観（島根県大田市）

7. 世界遺産

8. 無形文化遺産の保護

　平成15年10月、ユネスコ総会において無形文化
遺産を保護するための国際協力及び必要な措置等に
ついて定めた「無形文化遺産の保護に関する条約」が
採択され、平成18年4月に発効しました。
　本条約は、締約国に対し、国内の無形文化遺産を
特定し、目録を作成することを求め、ユネスコにお
いて「人類の無形文化遺産の代表一覧表」及び「緊急
に保護する必要がある無形文化遺産の一覧表」を作
成することなどを内容とするものです。
　我が国は、平成16年6月に3番目の締約国となる
とともに、平成19年9月には条約の政府間委員国と

1．無形文化遺産の保護に関する条約

して第2回政府間委員国会議を東京で開催し、条約
の運用指針策定等に貢献したところです。この条約
は、現在、94か国が締結しています。（平成20年4
月現在）
　また、上記代表一覧表への記載をはじめ、同条約
への対応については、文化審議会文化財分科会に「無
形文化遺産保護条約に関する特別委員会」を設置し、
同委員会における調査・審議を踏まえ、政府間委員
会で決定された条約の運用基準等に沿って、我が国
の多様な無形文化財を代表一覧表に記載するための
提案を行っていく予定です。

◆世界遺産一覧表に記載されているもの 平成20年4月1日現在      

法隆寺地域の仏教建造物
姫路城
古都京都の文化財（京都市、宇治市、大津市）
白川郷・五箇山の合掌造り集落
原爆ドーム
厳島神社
古都奈良の文化財
日光の社寺
琉球王国のグスク及び関連遺産群
紀伊山地の霊場と参詣道
石見銀山遺跡とその文化的景観

屋久島
白神山地
知床

文
化
遺
産

自
然
遺
産
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能『景清』
歌舞伎『廓文章』吉田屋の場

人形浄瑠璃文楽『本朝廿四孝』
十種香の段

　不法な文化財取引を防止し、各国の文化財を不法
な輸出入などの危険から保護することを目的として、
我が国は、「文化財の不法な輸入、輸出及び所有権
移転を禁止し及び防止する手段に関する条約」を締
結するとともに、平成14年9月に「文化財の不法な輸
出入等の規制等に関する法律」の制定と文化財保護
法の改正を行いました。（同年12月9日施行）。この
ことにより、以下のような変更が生じました。

●外国の博物館などから盗取されたもので文部科学
　省令で定める文化財（特定外国文化財）は、原則輸
　入禁止。
●特定外国文化財の盗難の被害者については、現行
　民法で認められている代価弁償を条件とし、回復
　請求期間を2年間から特例として10年間に延長。
●重要有形民俗文化財の輸出が届出制から許可制へ。

　条約発効前にユネスコによって実施された無形文
化遺産保護の施策としては、「人類の口承及び無形
遺産に関する傑作の宣言」があります。これは、人類
の口承及び無形遺産の傑作を讃えるとともに、その
継承と発展を図ることを目的として、平成13年度よ
り加盟国から提出される候補でユネスコの基準を満
たすものを、隔年で傑作として宣言してきました。
これまで、日本の無形遺産を含む90件が傑作として
宣言されました。日本からは、平成13年度に「能楽」、
平成15年度に「人形浄瑠璃文楽」、平成17年度に「歌
舞伎（伝統的な演技演出様式によって上演される歌
舞伎）」が宣言されています。今後、これらの宣言さ
れた無形文化遺産については、条約による代表一覧
表に記載されます。

2．人類の口承及び
     無形文化遺産に関する傑作の宣言

9. 文化財の不法な輸出入等の規制について

広報用パンフレット
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Ⅴ
新しい時代に対応した
著作権施策

　我が国では、知的財産立国の実現に向けた施策を
推進しており、著作権についても急速に進む技術革
新や新たなビジネスの登場、グローバリゼーション
の進行などに対応するため、権利の保護と公正な利
用の調和を図りつつ、著作権法制度を整備すること
が求められています。
　文化審議会著作権分科会では、著作権制度上の諸
課題について審議を行い、結論が得られたものから
速やかに制度改正などに取り組む予定です。
　具体的には、「法制問題小委員会」では、検索サー
ビスや障害者による利用に関する権利制限、海賊版
拡大防止策などについて、「私的録音録画小委員会」
では私的録音録画補償金制度の抜本的見直しにつ
いて、「過去の著作物等の保護と利用に関する小委
員会」では権利者不明の場合の利用の円滑化方策や
アーカイブ事業の円滑化方策、著作権等の保護期間
の延長の是非について、「国際小委員会」では国際的
ルール作りへの参画の在り方について検討が行われ
ています。
　この他、知的財産戦略本部などの検討状況に応じ
た課題を審議する予定です。

1. 法制度の整備

　著作物等の円滑な流通を促進するため、著作物
の流通環境の整備、著作権契約システムの構築、著
作物を活用したビジネスの振興に資する支援などを
行っています。

　具体的には、①著作権等管理事業法の的確な運用、
②契約の在り方に関する調査研究、③著作者が自分
の著作物を他人に使ってもらっても良いと考える場
合にその意思を表示するための「自由利用マーク」の

・権利者不明の場合等における利用の円滑化方策
・アーカイブへの著作物等の収集・保存と利用の円滑化方策　
・保護期間の延長の是非 など

著作権分科会組織図

著
作
権
分
科
会

法制問題小委員会

・デジタルコンテンツの特質に応じた著作権法制の在り方 など

デジタル対応ワーキング・チーム

・ デジタル化時代に対応した権利制限の見直し
・ 機器利用時、通信過程における蓄積の取扱い など

契約・利用ワーキング・チーム

・ ライセンシーの保護 など

司法救済ワーキング・チーム

・ 間接侵害
・ 損害賠償、不当利得 など

私的録音録画小委員会

・私的録音録画に関する制度の在り方

過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会

国際小委員会

・ 国際的ルール作りへの参画の在り方 など

使用料部会

・著作物の利用に係る補償金額等に関すること

（平成20年4月現在）

共有ワーキング・チーム

・共同実演、共有著作権に関する規定の在り方

アーカイブワーキング・チーム

・図書館等でのアーカイブの在り方
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3. 国際的課題への対応

小学生用学習ソフト（改訂版）文化庁ホームページ
（http://www.bunka.go.jp/chosakuken/hakase/index.html）掲載

　著作権に関する知識や意識は、広く多くの人々に
とって不可欠なものとなっており、中学校や高等学
校の学習指導要領においても著作権について取り扱
うこととされています。こうした状況に適切に対応
するため、文化庁では、平成１４年度から著作権に
関する総合的な教育事業である「著作権学ぼうプロ
ジェクト」を展開しています。児童生徒が楽しく学べ
る学習ソフトや著作権Ｑ＆Ａデータベースの開発・
公開、様々なニーズに応じた著作権講習会の開催（国
民一般向け、教職員向けなど）、著作権教育研究協力
校による指導方法などの研究、「はじめて学ぶ著作権」
教材開発（①難解な法律用語を使わずに著作権が理
解できる事例集の製作、②インターネット上で配布

4. 著作権教育の充実

※自由利用マークについて、詳しくは文化庁ホームページを
　ご参照ください。
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/riyoumark.html

「自由利用マーク」

アジア諸国において、我が国のゲームソフト、ア
ニメ、音楽などに対する関心が高まる一方で、これ
らを違法に複製した海賊版が大量に流通しており、
放置することのできない深刻な問題となっています。
そのため、文化庁では、海賊版対策について、
　①二国間協議の場を通じた侵害発生国への取締強
　　化の要請
　②海賊版対策セミナーの開催
　③権利者向けの手引書の作成及びセミナーの開催
　　など、我が国の企業に対する諸外国での権利行
　　使の支援
　④欧米諸国との連携

1．アジアにおける海賊版対策

するマンガ著作権教材の製作とその教材を活用した
指導方法の研究開発）などを行っています。

普及を行うとともに、インターネット上の著作物など
の特性を踏まえた新たなマークの開発に関する調査
研究などを行っています。

　⑤官民合同ミッションの派遣など官民連携の強化
　⑥途上国対象の研修事業などの実施
などの施策を積極的に講じています。

2．国際的ルールづくりへの参画

　国際的ルールづくりとしては、現在ＷＩＰＯ（世界
知的所有権機関）で視聴覚的実演や放送機関に関す
る新条約の策定に向けた議論が行われており、我が
国はこの議論に積極的に参画しています。また、ＥＰ
Ａ（経済連携協定）交渉などにおいてアジア諸国を中
心に著作権等関係条約の締結を働きかけています。



国語施策の推進1
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◆国語審議会及び文化審議会（国語分科会）の主要な答申と実施状況

国語施策の改善の
具体策について
（昭41.6）

当用漢字表（昭21.11）
当用漢字音訓表（昭23.2）
当用漢字字体表（昭24.4）
送りがなのつけ方（昭34. ７）
現代かなづかい（昭21.11）

常用漢字表（昭56.3）

改定送り仮名の付け方（昭47.6）
改定現代仮名遣い（昭61.3）
外来語の表記（平3.2）

常用漢字表（昭56.10）

送り仮名の付け方（昭48.6）
現代仮名遣い（昭61.7）
外来語の表記（平3.6）

現行の内閣告示・訓令答申諮問当時の内閣告示・訓令

①内閣告示・訓令にかかわるもの

②内閣告示・訓令にかかわらないもの

国語審議会
諮　問

新しい時代に応じた国語施策の在り方について
（平5.11）

・現代社会における敬意表現（平成12.12）
・表外漢字字体表（平成12.12）
・国際社会に対応する日本語の在り方（平12.12）

答申

国語審議会
諮　問

これからの時代に求められる国語力について（平14.2） ・これからの時代に求められる国語力について（平16.2）
これからの時代に求められる国語力を身に付けるための方策
①国語教育の在り方　②読書活動の在り方

敬語に関する具体的な指針の作成について（平17.3）

情報化時代に対応する漢字政策の在り方について（平17.3）

敬語の指針（平成19.2）

漢字政策の在り方については審議中

答申 （文化審議会）

文化審議会国語分科会
諮　問

（ ）

国語に関する施策の推進
Ⅵ

　国語に関する問題は、従来国語審議会が中心と
なって検討・改善を図ってきました。具体的には、
表記に関して、一般の社会生活における「目安」又は
「よりどころ」として、「常用漢字表」「現代仮名遣い」
「外来語の表記」などを定めています。
　平成13年に国語審議会を改組し、設置された文化
審議会国語分科会では、平成17年3月の文部科学大
臣諮問①「敬語に関する具体的な指針の作成につい
て」②「情報化時代に対応する漢字政策の在り方につ
いて」を受け、検討を続けてきました。①については、

平成19年2月2日「敬語の指針」を答申しました。②
については引き続き、審議をしています。
　また、「言葉」について考える体験事業の実施など、
国民全体の国語に対する関心と理解を深めるために
必要な施策を講じています。
　このほか、独立行政法人国立国語研究所において
は、誤解の多い「病院の言葉」について分かりやすく
言い換えたり、説明したりする方法の検討など、国
語及び国民の言語生活並びに外国人に対する日本語
教育に関する調査・研究を行っています。



外国人等に対する日本語教育の推進2
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「生活者としての外国人」のための
日本語教育事業

地域日本語教育支援事業

難民救援のための日本語教育事業

中国帰国者に対する日本語教育

日本語教育の指導内容・方法の充実

外国人が円滑に日本社会の一員として生活を送れるようにするために、「生活者
としての外国人」を対象とした日本語教室の設置や研修、研究開発、またハンド
ブックの作成等を行う。

ボランティア等が主体となっている地域日本語教育の一層の充実を図るため、研
修会の実施、日本語教室設置運営、教材作成、関係機関の連携を推進するための
協議会の開催等の４分野について、事業の企画を公募し委託する。

我が国に定住を希望する条約難民に対し、通所式施設において日本語教育を実施、
さらに、すでに退所したインドシナ難民及び条約難民に対するフォローアップ（日
本語ボランティア団体等への支援、日本語教育相談等）を行う。

中国からの帰国者に対して、日本語教材、指導参考書等の作成・配布等を通じて
日本語学習支援を行っている。

多様化する日本語の学習ニーズに対応し、指導内容・方法の充実を図るため、日
本語教育の実態調査や日本語教育研究協議会等を実施している。

概　要区　分

　国内外の日本語学習者の増大や学習目的の多様化
等に対応し、コミュニケーション言語としての日本
語学習の振興を図るとともに、文化発信の基盤とし
ての日本語教育の推進を図るため、文化庁では、次
のような施策を講じています。

　また、文化審議会国語分科会において、外国人の
定住化傾向や社会参加の必要性の高まりを踏まえた
日本語教育の在り方について検討しています。
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180,000



52

Ⅶ
国際文化交流の推進

日本文化の発信の推進1

　文化、教育、スポーツ等、幅広い分野で官民を通
じた交流事業を開催・実施することによって、諸外
国との友好と相互理解を深めることを目的に、様々
な国や地域と「国際交流年」が設定されています。
　2008年及び2009年の主な「国際交流年」は左表のと
おりです。
　文化庁では、これらの「国際交流年」を多様な日本
文化を海外に向けて総合的に紹介したり、海外の文
化を広く日本に紹介する機会としてとらえ、伝統文
化から現代の舞台芸術、メディア芸術まで幅広い分
野の交流年事業を実施あるいは支援しています。

2. 2008年・2009年における「国際交流年」

◆国際交流年一覧

2009年

日本・メコン交流年
（カンボジア・ラオス・ミャンマー・タイ・ベトナム）

日・ドナウ交流年
（オーストリア・ブルガリア・ハンガリー・ルーマニア）

2009年1月～12月

2009年1月～12月

2008年
日本インドネシア友好年 

日伯交流年：ブラジル移住100周年

日中青少年友好交流年

2008年1月～12月

2008年1月～12月

2008年1月～12月

でも評価の高い我が国のアニメ、マンガ、映画等メ
ディア芸術を中心に海外への情報発信が求められて
います。
　これを受けて、文化庁では文化立国の実現に向け
て以下のような施策を実施しています。

　国際化の進展に伴い、我が国は国際的な文化交流
を通じて世界の人々の相互理解を増進し、国際平和
と自由な世界の実現に貢献することが求められてい
ます。また、21世紀の国際社会では、文化の魅力によっ
て世界の国々を引きつけることのできる「文化力」（ソ
フトパワー）が重要になってきています。特に、海外

1. 文化発信戦略に関する懇談会

　文化庁では、伝統文化から現代文化まで、多様な
日本文化を世界に伝え、日本に対する理解を深めて
いくため、平成19年12月に「文化発信戦略に関する
懇談会」を設置し、日本文化の戦略的な発信について
検討を行っています。7回にわたり議論を深め、平成

20年7月に「中間まとめ」をとりまとめ、文化発信のた
めに取り組むべき13項目を例示するとともに、その
中から特に6項目についてすみやかに取り組むべき
ことが提言されています。
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第5回国際文化フォーラム開会式（奈良市）

　国際文化フォーラムは、国際的な内外の芸術家、
文化人などを招へいし、座談会、対談、講演などの
形式により世界の文化芸術の最新の諸相や動向につ
いて語り合うことを目的として、平成15年度から始
めた事業です。第5回となる平成19年度の国際文化
フォーラムは、文化庁等が推進している「関西元気文
化圏」及び「九州・沖縄から文化力プロジェクト」の中
心事業として主に関西、九州で開催しました。開会
式には秋篠宮同妃両殿下のご臨席を仰いだほか、各
地で展開された討論・座談会を通じて、世界に向け、
文化のメッセージを力強く発信しました。第6回国際
文化フォーラムは平成20年秋に開催する予定です。

3. 第5回国際文化フォーラム 【実施期間：平成19年11月10日～平成19年11月25日】

◆第5回国際文化フォーラム　行事一覧

※役職は当時

参加者

11/10
(土)

 
11/11
(日)

11/17
(土)

11/23
（金・祝)

11/25
(日)

開会式：基調講演・鼎談
「文化の多様性」
－文化の力が世界をつなぐ－

座談会「歴史と文化遺産」
－過去は誇りを語る－

座談会「文化遺産と地震」
－私たちの備えは万全か－

座談会「美術と文化」
－人に与えるアートの力－

座談会「映画と文化」
－日中韓でできること－

奈良県新公会堂
(奈良市)

知恩院・御
み

影
えい

堂
どう

(京都市)

清水寺･大講堂･
円通殿(京都市)

国立新美術館・
講堂（東京都港区）

NTT夢天神ホール
(福岡市）

キム･ミョンゴン(前韓国文化観光部長官：韓国)、村上隆(アー
ティスト)、ヌール･ヤルマン(ハーバード大学社会人類学及び
中東地域学教授：トルコ)、青木保(文化庁長官)

平山郁夫((財)文化財保護･芸術研究助成財団理事長)、モハ
メッド・ベジャウィ (前アルジェリア外務大臣：アルジェリア)、
遠山敦子((財)新国立劇場運営財団理事長、元文部科学大臣)、
山内昌之(東京大学大学院教授)他

土岐憲三(立命館大学教授、歴史都市防災研究センター長)、
ジョバンニ･ボッカルディ (ユネスコ世界遺産センターアジア
太平洋地域チーフ)、冷泉貴実子((財)冷泉家時雨亭文庫常務
理事)他

高階秀爾(大原美術館長)、クリスチャン･ボルタンスキー(アー
ティスト：フランス)、チェッコ・ボナノッテ(彫刻家：イタリア)、
やなぎみわ(美術作家)、建畠晢(国立国際美術館長)他

高野悦子(岩波ホール総支配人)、謝晋(映画監督：中国)、キ
ム･ドンホ(釜山国際映画祭執行委員長：韓国)、青木保(文化
庁長官)

開催日 行事名 開催場所



　文化庁文化交流使事業は、芸術家、文化人等、文
化に携わる方々を、一定期間「文化交流使」として指
名し、世界の人々の日本文化への理解の深化や、日
本と外国の文化人のネットワークの形成・強化につ
ながる活動の展開を目的とした事業です。
　「文化交流使」の活動には、日本在住の芸術家や文
化人が海外に一定期間滞在し、日本の文化に関する
講演、講習や実演デモンストレーション等を行う「海
外派遣型」、海外在住の日本文化に深い知見を持つ
芸術家や文化人が、講演、講習、現地メディアへの
投稿、出演等を行う「現地滞在者型」、公演等で来日
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◆平成19年度文化庁文化交流使一覧

本間博氏（将棋棋士）による指導
（パリ）

4. 文化庁文化交流使事業

立松　和平

三浦　友馨

名嘉　睦稔

本間　博※

中村　享

円田　秀樹※

湯山　東

橘　右門※

桂　かい枝※

セルゲイ･ナカリャコフ

ファジル・サイ

イアン・バウスフィールド

チェコ少年少女合唱団

アントニー・シピリ

イングリット・フリッター

ニコラ・ルーツェヴィチ

中国

中国

韓国、フランス、スペイン　

フランス、英国、ドイツ、スペイン

カナダ

ブラジル、中南米諸国、アフリカ

フランス、チェコ、ドイツ

英国

米国

大分県日田市立桂林小学校

渋谷区立小学校

札幌市立札幌小学校

北九州市立穴生中学校

群馬県立西邑楽高等学校

滝乃川学園、一橋大学

北海道音更高校　中札内文化創造センター

作家

華道家

画家

将棋棋士

盆栽作家

囲碁棋士

画家

寄席文字書家

落語家

トランペット奏者

ピアニスト

トロンボーン奏者

合唱

ピアニスト

ピアニスト

チェロ奏者

海
外
派
遣
型（
9
名
）

来
日
芸
術
家
型（
7
組
）

類型 氏名 プロフィール 派遣国／活動場所

派遣順
※は次年度も引き続き活動

Ⅶ
国際文化交流の推進



　アニメ、マンガ、映画をはじめとするメディア芸
術分野等において、我が国の芸術家・文化人と諸外
国の芸術家・文化人との間で共同制作及びその企画・
立案に向けた会合や人材交流事業を中長期的な観点
から行うことで、我が国のコンテンツ発信の推進や
コンテンツ関連人材の育成を図ります。　
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5. 海外との共同制作

第5回文化庁文化交流使活動報告会
（桂小春團治氏による発表）

する諸外国の著名な芸術家が、日本滞在期間を利用
して学校等を訪問し、実演、講演等を行う「来日芸術
家型」の３つの類型があります。
　平成19年度は、「海外派遣型」文化交流使として9
名、「来日芸術家型」文化交流使として7組の方々が
活動しました。
　また、第5回文化庁文化交流使活動報告会を平成
20年3月13日に東京藝術大学奏楽堂（東京）で開催し、
平成19年度に海外で活動をした文化交流使による活
動報告や、落語家の桂小春團治氏ほかによる実演が
行われました。

◆平成19年度　海外との共同制作実施事業

事業名 対象国

オンライン展示・ワークショップ
「食卓に映し出された「昭和」と日本の生活文化」

渋谷慶一郎＋池上高志「fi lmacihine」
ベルリン／東京展

日仏

日独

　次世代の国際文化交流を担う高校生の文化活動
を対象に、海外において同じ分野の文化芸術に携わ
る高校生が一堂に会し、互いの作品や制作等にかか
る意見交換や作品の共同制作を試みるワークショッ
プ等を行う事業を実施しています。初年度である平
成19年度は高校生の和太鼓チームを韓国に派遣した
ほか、インドネシアや中国に日本の高校生を派遣し、
郷土芸能や美術工芸分野において文化交流を深めま
した。

6. 高校生国際文化交流事業

◆平成19年度　実績

美術・工芸分野

郷土芸能分野

①京都府・大阪府の高校生（美術）の中国派遣
（H19.12.22～26）

①群馬県の高校生（和太鼓）の韓国派遣
（H19.6.1～5）
②島根県の高校生（石見神楽）のインドネシア派遣
（H19.8.7～12）
③福井県の高校生（和太鼓）の韓国派遣
（H19.10.18～22）
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文化庁の国際文化交流・協力事業2

　文化庁では、文化芸術振興基本法や、それに基づ
き策定した政府としての基本方針を踏まえ、文化芸
術の国際交流の推進及び海外の文化遺産保護への協
力にかかる多様な施策を展開し、国際文化交流・協
力事業を推進しています。

　文化庁では、外国の文化行政担当の高官、博物館・
美術館・芸術劇場等の責任者など、ハイレベルの文
化人を招へいし、我が国関係者との協議、講演等を
実施しています。
　また、美術・音楽等文化芸術の各分野において、
我が国の新進芸術家が海外の芸術団体等で研修する
機会を提供しています。
　文化財分野においては、日本古美術・文化財建造
物等における管理・修復技術等に関する協力のため、
文化財専門家の派遣や招へい研修を実施しています。

1. 人物交流

◆人物交流の事業

ハイレベル文化人専門家の招へい

人材育成のための芸術家派遣

文化財専門家の派遣・招へい

・外国人芸術家・文化財専門家招へい事業

・新進芸術家海外留学制度

・在外日本の古美術品に係る博物館・美術館研究協力事業

・アジア・太平洋地域文化財建造物保存修復協力事業

・アジア太平洋地域世界遺産等文化財保護協力推進事業

・文化遺産国際協力センターにおける国際協力事業（※）

※独立行政法人国立文化財機構の運営費交付金において実施

　国際芸術文化交流を推進するため、特に国際交流
年に設定された国々との交流に関して、二国間交流
事業（我が国の芸術団体の海外公演、当該国の芸術
団体の招へい公演）を支援しています。
　また、国際交流年の設定の有無に関わらず、優れ
た芸術の国際交流推進のため、我が国芸術団体の海
外公演の実施や海外フェスティバルへの参加を支援
するとともに、日本国内で行われる海外の芸術団体
との共同制作公演・国際フェスティバルの実施を支
援しています。
　なお、メディア芸術分野においては、優れた日本
メディア芸術作品や映画作品を世界に向けて紹介す
るため、海外で開催される映画祭等への出品等に係
る経費を支援するとともに、世界各国の国際映画祭
への参加に伴う経費に対し、助成を行っています。

2. 公演等による交流

国際芸術交流支援事業藤原歌
劇団2007年公演「蝶々婦人」
（提供:財団法人日本オペラ振
興会/撮影　池上直哉）

◆公演等の事業

芸術団体等の海外公演・招へい公演等

メディア芸術に関する国際交流

・優れた芸術の国際交流

・メディア芸術海外展

・アジアにおける日本映画特集上映事業

・海外映画祭への出品等支援

・映画に関する国際交流（※）

※独立行政法人国立美術館の運営費交付金において実施

Ⅶ
国際文化交流の推進
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　日本の魅力を世界に発信するため、文化に携わる
我が国の専門家を文化交流使として派遣するなど諸
外国との連携協力を強化し、また世界の芸術家・文
化人を招へいした国際文化フォーラムの開催や、地
域の文化団体や高校生の文化活動による国際交流の
推進、現代日本文学の翻訳・普及事業、文化財海外
交流展など、多様な施策により国際文化交流を推進
しています。

3. 日本文化の発信による交流

◆日本文化の発信による交流事業（1）

国民文化祭・とくしま2007への招へい
（韓国・金昴先韓国舞踊団）

海外展「日本陶器の名宝」展
（ソアレース・ドス・レイス国立美術館（ポルトガル））

◆日本文化の発信による交流事業（2）

国際交流による地域文化活性化事業

文化多様性の保護・促進への対応

日本文化の総合発信推進事業

現代日本文学の翻訳・普及事業

海外展及び交流展等展覧会の開催

文化遺産オンライン構想の推進

国民文化祭や全国高等学校総合文化祭に海外から高校生や文化団体等を招へいす
るとともに、海外のフェスティバル等に文化団体を派遣し、相互交流することで、
地域文化の活性化を図る。

平成１７年秋のユネスコ総会にて文化多様性条約が採択されたことを受け、いま
までの議論を取りまとめるとともに、文化多様性条約が持つ国際法的な問題や、
課題、各国の施策・取組について調査する。

日本の文化芸術団体等の活動を調査し、これらの情報についてインターネット等
を用いて英語で海外に提供するよう整備する。

・我が国の優れた文化財を海外に紹介し、日本の歴史、文化に対する理解を深め、
国際文化交流を推進するため、国宝・重要文化財を含む日本古美術展を毎年実施
する。
・我が国の国立博物館（東京、京都、奈良、九州）と、日本古美術品を所蔵している
海外の博物館・美術館との間で各々が所有する日本古美術・東洋美術を中心とす
る交流展を相互に実施する。

全国の博物館・美術館等の収蔵品をはじめとする我が国の多様な文化遺産に関す
る情報を集約化して国内外に発信するため、博物館・美術館等におけるデジタル・
アーカイブ化を促すとともに、インターネット上における文化遺産情報のポータ
ルサイト『文化遺産オンライン』の整備を推進する。
文化遺産オンラインのＵＲＬ　　http://bunka.nii.ac.jp/Index.do

優れた現代日本文学を英語・フランス語などに翻訳し、海外へ紹介する現代日本
文学の翻訳・普及事業を実施する。

取組内容 概要

上記（１）表における事業詳細については、p.53～55を参照

・文化庁文化交流使事業

芸術家・文化人等による文化発信

・国際文化フォーラム事業

・文化芸術分野における海外との

 共同創作活動を通じた国際交流の推進

・高校生国際文化交流事業

多様な手段による日本文化の発信
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　我が国及び世界の文化遺産は人類共通の財産であ
り、その保護のためには国際的な交流・協力が不可
欠です。このような考えのもと、文化庁では、以下
のような事業を実施しています。
（詳細についてはp.44～47を参照）

4. 文化遺産保存修復の協力

詳細についてはp.51を参照。

5. 外国人等に対する日本語教育

　国際機関と協力して、途上国の著作権制度整備支
援を目的とした研修等を実施しています。その他、
アジア等の著作権担当行政官を招へいした海賊版対
策シンポジウムの開催等を実施しています。

6. 著作権分野での協力

アジア太平洋地域の文化遺産保護
に資する集団研修
（土層転写の実習）

◆著作権分野での協力事業

海外における著作権制度整備支援

・アジア地域著作権制度普及促進事業

・コンテンツの保護と発信の支援（海賊版対策事業）

◆文化遺産保存修復協力事業

各国からの要請等に応じ、現地調査や保存・修復支援のための派遣、研修のため
の招へいを行う。また、国際会議の開催や、文化遺産国際協力コンソーシアム運
営支援を行う。

アジア太平洋地域の文化財保護に関する国際協力の充実を図ることを目的に、奈
良県、奈良市、財団法人ユネスコ・アジア文化センター文化遺産保護協力事務所
の協力の下、アジア太平洋地域の文化財関係者を対象に研修等を実施する。

独立行政法人国立文化財機構において、世界の文化遺産の保存修復に関する国際
的な研究交流、保存修復事業への協力、専門家の養成などの国際協力を実施する。
また、各国の文化遺産保護に関する現状及びその対策についての発表及び討論を
行うため、国内外の研究者を招へいし、国際シンポジウムやセミナーを開催する。

（p.47を参照）

取組内容 概要
国際社会からの要請等に基づく国際協力

海外文化財保存修復専門家の研修等

・文化遺産保護国際貢献事業
・西アジア文化遺産保護緊急協力事業（※）
※独立行政法人国立文化財機構の運営費交付金において実施

・アジア太平洋地域世界遺産等
　 文化財保護協力推進事業

世界遺産の保護推進

・世界遺産保護推進費
・世界遺産普及活用事業

文化財保存修復研究国際センター（ICCROM：イクロム）と連携協力し、文化財
保護に関する国際協力を推進するため、同センターに文化庁職員等を派遣する。

国際機関との連携推進

・国際文化財保護協力機関連携推進事業

文化財不法輸出入の防止

世界遺産条約に基づき、我が国の遺産の推薦を推進するとともに、国際的な専門
家会議へ参画する。また、世界遺産に関する最新の情報を発信し、広く文化財に
対する理解の増進を図る。

独立行政法人国立文化財機構における
文化遺産保護国際協力事業（※）
※独立行政法人国立文化財機構の運営費交付金において実施

Ⅶ
国際文化交流の推進
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　文化庁に関する情報の提供のほか、国指定文化財
の情報公開を行うとともに、国立の文化施設等とリ
ンクさせ、それらの紹介を行っています。
また、『子ども文化教室』
（http://www.bunka.go.jp/kids/index.html）では、文
化に対する子どもたちの理解、活動の支援のため、
文化財や芸術文化に関する情報を提供しています。

　メディア芸術祭の作品募集や受賞作品発表、受賞
作品展情報のほか、アーティストや評論家へのイン
タビュー、国内外のメディア芸術関連のフェスティ
バル・展覧会などの情報を掲載。

　インターネットを通じて舞台芸術の魅力を紹介す
る教育用コンテンツを学校などの教育機関をはじめ
として広く一般に公開しています。また、国立劇場
各館の自主公演に係る上演記録や錦絵、番付等の収
蔵資料に関する情報をデータベース化して公開して
います。この事業は、平成12年度から独立行政法人
日本芸術文化振興会が中心となって進めています。

Ⅷ
文化行政の情報化の推進

1. 文化庁ホームページ http://www.bunka.go.jp/

2. メディア芸術プラザ http://plaza.bunka.go.jp/index.html

3. 文化デジタルライブラリー http://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/
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Ⅷ
文化の情報化の推進

　文化庁では、総務省と連携を図り、平成15年度以
降「文化遺産オンライン」について取組を進め、平成
16年4月からは試験公開を行ってきましたが、平成
20年3月に、装いも新たに正式に公開することにな
りました。
　文化遺産オンラインとは、国や地方の有形・無形
の文化遺産に関する情報を総覧することなどを目的
とした、インターネット上における文化遺産のポー
タルサイトです。
　今後も、多くの博物館・美術館・関係団体や各自
治体等の協力を得ながら、有形・無形を問わず良質
で多様な文化遺産に関する情報の集約をさらに進め、
内容の充実を図っていくこととしています。

　国語施策の充実を図り、国民の関心や必要にこたえ
るとともに、国語に対する認識を深めることを目的として、
漢字や仮名遣いなどの国語表記の基準をはじめ、現
在に至る審議会などでの検討・審議など、国語施策に
関する情報を、平成14年5月からインターネットを通じて
提供しています。

60

4. 国語施策情報システム http://www.bunka.go.jp/kokugo/

5. 文化遺産オンライン構想 http://bunka.nii.ac.jp/Index.do
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◆ 事業体系図（平成20年度事業）

アイヌに関する総合的
かつ実践的な研究の推進

アイヌ関連総合研究等助成事業

Ⅰ アイヌ語の振興
１アイヌ語教育事業
・ 指導者育成
・ 上級講座
・ 親と子のアイヌ語学習事業

２アイヌ語普及事業
・ ラジオ講座
・ 弁論大会

Ⅱ

アイヌ古式舞踊の披露（アイヌ文化フェスティバル）

財団法人
アイヌ文化振興・
研究推進機構

アイヌ文化の振興
１アイヌ文化伝承再生事業
・ マニュアル作成
・ 実践上級講座
・ 伝統工芸複製助成

２アイヌ文化交流事業
３アイヌ文化普及事業
・ 伝統工芸展示・公開助成
・ アドバイザー派遣
・ 工芸品展
・ 文化フェスティバル

４アイヌ文化活動表彰事業
・ 工芸作品コンテスト
・ アイヌ文化賞

Ⅲ アイヌの伝統等に
関する普及啓発

１普及啓発情報事業
・ 広報情報発信
・ 小･中学生向け副読本の作成配布
・ 親と子のための普及啓発
・ セミナー
・ 講演会

２アイヌ文化交流センター事業

Ⅳ イオル再生等事業
１空間活用等事業　

２自然素材育成事業

３体験交流事業

Ⅴ

文化庁
国土交通省 支援

Ⅸ
アイヌ文化の振興

　文化庁では、従来から、文化財保護の観点による
アイヌ関係の文化財の指定等を行い、北海道教育委
員会が行う事業への支援を行ってきました。
　平成9年5月、アイヌの人々の誇りの源泉であるア
イヌの伝統等が置かれている状況を考慮し、アイヌ
文化の振興等を図るための施策を推進することによ
り、アイヌの人々の民族としての誇りが尊重される
社会の実現を図り、あわせて我が国の多様な文化の
発展に寄与することを目的として、「アイヌ文化の振

興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓
発に関する法律」が成立しました。
　この法律に基づき、「アイヌ文化振興・研究推進
機構」が行う、アイヌに関する研究等への助成、アイ
ヌ語の振興及び、アイヌ文化の伝承再生や文化交流、
普及事業、優れたアイヌ文化活動の表彰、アイヌの
伝統的生活空間（イオル）の再生事業などについての
支援を通じてアイヌ文化の振興等を図っています。



　

神道系

仏教系

キリスト教系
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◆系統別信者数

◆宗教法人の種類

（平成18年12月31日現在）

※信者の把握の基準は宗教団体により異なる。

※文部科学大臣所轄：複数の都道府県に境内建物を有する宗教法人および
　当該法人を包括する宗教法人
　都道府県知事所轄：一つの都道府県内のみに境内建物を有する宗教法人

●包括宗教法人
　　単位宗教法人を包括する教派、宗派、教団等
●単位宗教法人
　　礼拝の施設を備える神社、寺院、教会等
　　　・被包括宗教法人：
　　　　他の宗教法人に包括される法人
　　　・単立宗教法人：
　　　　他の宗教法人に包括されない法人

被包括宗教法人
（単位宗教法人）

単立宗教法人
（単位宗教法人）

包括宗教法人

神道系
106,817,669人
51.1％

キリスト教系
3,032,239人
1.5％

諸教
9,817,752人
4.7％

仏教系
89,177,769人
42.7％

（平成18年12月31日現在）

◆宗教法人数

Ⅹ
宗教法人と宗務行政

宗教法人制度の概要1

　我が国には、大小さまざまな神社、寺院、教会等の
宗教団体や、それらを包括する教派、宗派、教団といっ
た宗教団体が存在し、多様な宗教活動を行っています。
そのうち、約18万3千の宗教団体が、宗教法人法に
基づく宗教法人になっています。
　宗教法人制度は、憲法で保障された信教の自由と
政教分離の原則に基づき、宗教団体の自由で自主的
な活動を保障するため、法人格を付与することで財産
や団体組織の管理の基礎を確保することを目的として
います。
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　宗教法人の設立、規則の変更、合併、任意解散の
認証など、宗教法人法に定められた所轄庁としての
事務を行っています。

　都道府県の宗務行政に対する指導・助言、都道府
県事務担当者の研修会、宗教法人のための実務研修
会等の実施、手引書やビデオの作成などを行ってい
ます。
　また、事務所備付け書類の写しの提出についても、
周知の徹底に努めています。
　さらに、いわゆる「不活動宗教法人」について、合
併や解散等による不活動状態の解消を進めています。

　宗教に関する統計資料の収集や、宗教年鑑の作成
などを行っています。

　宗教法人の信教の自由を保障し、宗教上の特性等
に配慮するため、文部科学大臣の諮問機関として、
宗教法人審議会が設置されています。

宗教法人指導者講習会

宗務行政の推進2

　宗教法人制度の適正な運用と、宗教法人の適正な
管理運営を確保するため、文化庁では以下のような
事務を行っています。

1. 宗教法人の認証業務

2. 宗教法人の管理運営の指導等

3. 宗教関係資料の収集

4. 宗教法人審議会

宗教年鑑等
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　我が国古来の伝統芸能の保存・振興を目的として、つと
めて古典伝承のままの姿で公開しています。また、伝承者
の養成、調査研究、資料収集等を行っています。

地下鉄半蔵門線「半蔵門」駅
①出口より徒歩5分 
地下鉄有楽町線・半蔵門線・
南北線「永田町」駅②④出口よ
り徒歩10分

〒102-8656　東京都千代田区隼町4-1
TEL 03-3265-7411

【大劇場】　　 1,610 席
【小劇場】　　　590 席
【演芸資料館】　300 席
【伝統芸能情報館】

　能楽の普及と新しい観客層の開拓を目的として、能と狂
言の公演を行っています。また、伝承者の養成、調査研究、
資料収集等を行っています。

【能舞台】　　627 席

JR中央・総武線「千駄ヶ谷」駅
下車、徒歩5分　地下鉄大江
戸線「国立競技場」駅A4出口よ
り徒歩5分〒151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷4-18-1

TEL 03-3423-1331

国立能楽堂

国立劇場本館・演芸資料館 平成20年度の公演予定
歌舞伎         5公演 117回
文楽            4公演  132回
舞踊            4公演      8回
邦楽            5公演      6回
雅楽            2公演      2回
声明            1公演      2回
民俗芸能      2公演      5回
琉球芸能　　1公演　　2回
大衆芸能    57公演 287回
特別企画      2公演      3回
青少年等を対象とした歌舞伎
                  2公演 88回
青少年等を対象とした文楽
 1公演 24回

平成20年度の公演予定
定例公演    22公演    22回
普及公演    12公演    12回
企画公演    16公演    18回
青少年等を対象とした能楽
                  1公演    10回

国立文化施設等
ⅩⅠ

1. 国立劇場 http://www.ntj.jac.go.jp/
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　現代舞台芸術の振興普及を図るため、オペラ、バレエ、
現代舞踊、演劇等の公演を行うとともに、現代舞台芸術の
実演家等の研修や、調査研究、資料収集等を行っています。

〒151-0071　東京都渋谷区本町1-1-1
TEL 03-5351-3011

　人形浄瑠璃文楽を中心に、上方芸能を保存・継承し発
展させることを目的として、公演を行っています。また、
伝承者の養成、調査研究、資料収集等を行っています。

〒542-0073　大阪市中央区日本橋1-12-10
TEL 06-6212-2531

　伝統文化を通じたアジア・太平洋地域との交流の拠点
となることを目的として、組踊を中心とする沖縄伝統芸
能の公開、伝承者の養成、調査研究、資料収集等を行っ
ています。

【大劇場】　632 席　
【小劇場】　255 席

〒901-2122　沖縄県浦添市勢理客4-14-1
TEL 098-871-3311

国立劇場おきなわ　http://www.nt-okinawa.or.jp/

国立文楽劇場

新国立劇場　http://www.nntt.jac.go.jp/

【文楽劇場】　753 席
【小ホール】　159 席

平成20年度の公演予定
文楽　　　　4公演   188回
舞踊　　　　1公演       2回
邦楽　　　　1公演       1回
大衆芸能      8公演     27回 
 青少年等を対象とした文楽
　　　　　　1公演     32回
特別企画      2公演       2回

平成20年度の公演予定
オペラ       10公演    46回
バレエ         6公演    35回
現代舞踊      4公演    17回
演劇            9公演  124回
その他　　　1公演　　2回
青少年等を対象としたオペラ
                  2公演    12回
青少年等を対象としたバレエ
　　　　　　1公演      1回

平成20年度の公演予定
定期公演     18公演    20回
企画公演       8公演    11回
研究公演       1公演      1回
青少年等を対象とした組踊　
　　　　　　　  3公演　　5回 バス利用の場合　勢理客（じっちゃく）

バス停下車　徒歩10分　タクシー利用
の場合　那覇空港から約30分

京王新線（都営新宿線乗入）「初台」駅（中
央口）より徒歩1分　お車（約860台収
容の駐車場あり） 山手通り､甲州街道交
差点｡首都高速4号線新宿ランプすぐ

【オペラ劇場】1,814 席
【中劇場】1,000 席程度
【小劇場】　 440 席程度
【舞台美術センター】

地下鉄堺筋線・千日前線・近鉄線
「日本橋」駅　⑦出口より徒歩1分  
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フィルムセンター
〒104-0031 東京都中央区京橋3-7-6
TEL 03-3561-0823
フィルムセンター相模原分館
〒229-0021 神奈川県相模原市高根3-1-4
TEL 042-758-0128
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開館時間
夜間開館

休館日
入館者数
収蔵品

9:30～17:00（入館は16:30まで）
9:30～20:00（入館は19:30まで）
4月11日～8月29日の金曜日、8月
16日（土）（ただし、企画展期間中のみ
実施）
ルノワール展開催中の7月（1日～21日）
については毎日19：00まで開館（入館
は18：30まで）
毎週月曜日（月曜日が休日にあたる場合
はその翌日）年末年始（12月26日～1月5日）
225千人（平成19年度）
日本画・洋画                   1,393点
水彩・素描・版画　       　3,366点
彫　刻                                98点
写　真                            1,723点
工芸（デザイン含む）          2,067点
その他                               698点
計       9,345点　 （平成19年度末）

　国立近代美術館京都分館として昭和38年
発足、42年に独立して京都国立近代美術館
となり、その後、61年10月新館を開館。
　近代美術に関する作品等の収集、保管、陳
列及び調査研究を行っています。

地下鉄東西線「東山」駅下車　徒歩5分

〒606-8344 
京都市左京区岡崎円勝寺町（岡崎公園内）
TEL 075-761-4111

京都国立近代美術館　http://www.momak.go.jp/

地下鉄東西線「竹橋」駅下車、1b出口より
（本館）徒歩3分、（工芸館）徒歩10分

地下鉄銀座線「京橋」駅下車、出口1徒歩1分
都営浅草線「宝町」駅下車、出口A4徒歩1分
JR「東京」駅下車、八重洲南口徒歩10分

美術館本館 工芸館

フィルムセンター

開映時間

開室時間

休館日

収蔵品

大ホール／火～金　15:00、19:00
 土日祝　13:00、16:00
小ホール／適宣上映会を実施
開映時間は変更することがあります
展示室／火～日 11:00～18:30
（入館は18:00まで）
毎週月曜日　上映準備期間　年末年始
（平成20年12月28日～平成21年1月5日）
映画フィルム 51,594本　　　
　　　　　　　（平成19年度末）

　昭和27年我が国初の国立美術館として開館。近・
現代美術に関する作品、映画フィルムその他の資料
を収集、保管、陳列及び調査研究を行っています。
　本館のほか、工芸館（昭和52年開館）、フィルムセ
ンター（昭和45年開館）及びフィルムセンター相模
原分館（昭和61年開館）を設置しています。

本館
〒102-8322 東京都千代田区北の丸公園3-1
TEL 03-3214-2561
工芸館
〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園1-1
TEL 03-3211-7781

開館時間
夜間開館

休館日

入館者数

収蔵品

10:00～17:00（入館は16:30まで）
10:00～20:00（入館は19:30まで）
本館のみ、毎週金曜日実施
毎週月曜日（月曜日が休日にあたる
場合はその翌日）
展示替期間　
年末年始
（平成20年12月29日～平成21年1月1日）
664千人
（平成19年度  フィルムセンター含む）
日本画・洋画                   1,894点
水彩・素描・版画             2,549点
彫　刻                               423点
写　真                             1,612点
工芸（デザイン含む）           2,648点
その他                       3,178点
　計                     12,304点　
（平成19年度末）

（本館・工芸館）

（フィルムセンター ）

東京国立近代美術館　http://www.momat.go.jp/

2. 国立美術館 http://www.artmuseums.go.jp/
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開館時間

夜間開館

休館日

入館者数
収蔵品

春の企画展開催日から秋の企画展
終了日までの期間9:30～17:30
（入館は17:00まで）上記以外の期間　
9:30～17:00（入館は16:30まで）
毎週金曜日
9:30～20:00（入館は19:30まで）
毎週月曜日（月曜日が休日にあたる
場合はその翌日）
年末年始（12月28日～1月1日）
831千人（平成19年度）
洋画                             370点
水彩・素描・版画        3,868点
彫　刻                          101点
工芸（デザイン含む）          10点
その他                          166点
　計                          4,515点
                      （平成19年度末）

JR「上野」駅下車公園口、徒歩1分　
京成「京成上野」駅下車、徒歩7分
地下鉄銀座線、日比谷線「上野」駅下車、
徒歩8分

　松方コレクションの返還を機に昭和34年4
月設置、6月開館、54年11月新館を、平成9年
12月に企画展示館を増築しました。
　フランス政府から寄贈返還された松方コレク
ション及びその他の西洋美術に関する作品等の
収集、保管、陳列及び調査研究を行っています。

〒110-0007 東京都台東区上野公園7-7
TEL 03-3828-5131

国立西洋美術館　http://www.nmwa.go.jp/

開館時間
夜間開館
休館日

入館者数
収蔵品

10:00～17:00（入館は16:30まで）
毎週金曜日10:00～19:00（入館は18:30まで）
毎週月曜日（月曜日が休日にあたる場合はその翌日）
年末年始（12月28日～1月4日）
744千人（平成19年度）
日本画・洋画                  561点
水彩・素描・版画         2,880点
彫　刻                           280点
写　真                           566点
工芸（デザイン含む）         985点
その他                           553点
    計                          5,825点　
                       （平成19年度末）

　昭和45年に開催された日本万国博覧会の万国美術館
を活用して、52年に発足。平成16年11月大阪の都心・
中之島に新築移転しました。日本美術の発展と世界の美
術との関連を明らかにするために必要な美術に関する作
品等の収集、保管、陳列及び調査研究を行っています。

地下鉄四つ橋線「肥後橋」駅下車、徒歩約
10分　地下鉄御堂筋線・京阪「淀屋橋」
駅下車、徒歩約15分　JR大阪環状線・
阪神「福島」駅、JR東西線「新福島」駅下車、
徒歩約10分〒530-0005 

大阪市北区中之島4-2-55　
TEL 06-6447-4680

国立国際美術館　http://www.nmao.go.jp/

開館時間

休館日

入館者数

企画展　10:00～18:00（入館は17:30まで）
※会期中毎週金曜日は20:00まで（入館は19:30まで）
公募展10:00～18:00
毎週火曜日（火曜日が休日にあたる場合はその翌日）
年末年始（平成20年12月24日～平成21年1月6日）
1,847千人（平成19年度）

　東京・六本木に国内最大級の展示スペース1万4
千㎡を有する5番目の国立美術館として、平成18
年7月に設置され、平成19年1月に開館しました。
　特定の収蔵品を持たず、全国的な活動を行う美
術団体等への展覧会会場の提供、新しい美術の動
向に焦点をあてた自主企画展や新聞社等との共催
による展覧会の開催を行うとともに、展覧会カタ
ログを中心とした美術に関する情報や資料の収集・
公開・提供、幅広い層を対象とした教育普及活動
及び調査研究を行っています。

地下鉄千代田線「乃木坂」駅下車、6出口
美術館直結　地下鉄日比谷線「六本木」駅
下車、4a出口徒歩5分　都営大江戸線「六
本木」駅下車、7出口徒歩4分　

〒106-8558　
東京都港区六本木7-22-2
TEL 03-6812-9900

国立新美術館　http://www.nact.jp/
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開館時間

休館日

入館者数
収蔵品

9:30～17:00（入館は16:30まで）
4月～11月の特別展開催期間中の毎週金曜日は20:00まで
開館（入館は19:30まで）
4月～9月の土曜、日曜、祝日、振替休日は18:00まで開館
（入館は17:30まで）
月曜日（ただし月曜日が祝日または振替休日の場合は開館し、
翌火曜日に休館）、年末年始（12月28日～1月1日）
1,768千人（平成19年度）
絵画 11,507件
書籍･典籍･古文書 2,171件
彫刻 1,238件
考古 28,653件
工芸  30,238件
東洋美術･考古 14,778件
その他 26,597件
   計                          115,182件　（平成19年度末）

JR「上野」駅下車、徒歩10分
京成「京成上野」駅下車、徒歩
15分　地下鉄銀座線、日比谷
線「上野」駅下車、徒歩15分

　明治5年に東京の湯島大聖堂において開催された博覧会を契
機に我が国最初の博物館が発足し、明治22年帝国博物館となり、
昭和27年東京国立博物館と改称しました。
　我が国の総合的な博物館として、日本を中心に広く東洋諸地
域にわたる美術及び考古資料等の有形文化財を収集・保管して
公衆の観覧に供するとともに、美術に関する図書・拓本・写真
等の資料を収集して研究者に公開し、あわせてこれらに関する
調査研究及び教育普及事業等を行っています。

〒110-8712　東京都台東区上野公園13番9号
TEL 03-3822-1111

東京国立博物館　http://www.tnm.jp/

開館時間

夜間開館

休館日

入館者数
収蔵品

9:30～17:00（入館は16:30まで）
特別展開催期間中（毎週金曜日を除く）は18:00まで開館
(入館は17:30まで)
特別展開催期間中の毎週金曜日は20:00まで開館
(入館は19:30まで)
月曜日（ただし月曜日が祝日または振替休日の場合は開館し、
翌火曜日に休館）、年末年始
492千人（平成19年度）
絵画                             3,938件
書籍･典籍･古文書           2,251件
彫刻                                381件
考古                             1,149件
工芸                             4,444件
その他                             377件
  計                            12,540件　（平成19年度末）

　明治22年京都に帝国博物館を設置することが決定され、明治
30年に開館、大正13年皇太子殿下御成婚記念として京都市に
下賜され恩賜京都博物館と改称、その後昭和27年に再び京都市
から国に移管され現在の京都国立博物館と改称しました。
　古都京都の優れた古器宝物を中心に、京都及び近傍社寺等の
美術全般を収集・保管して公衆の観覧に供し、あわせてこれに
関する調査研究及び事業を行っています。国宝や重要文化財の
修理、保存処理及び模写等を行うため、文化財保存修理所を設
置しています。

〒605-0931　京都市東山区茶屋町527
TEL 075-541-1151

京都国立博物館　http://www.kyohaku.go.jp/

京阪電鉄「七条」駅下車、東へ
徒歩7分　ＪＲ、近鉄「京都」
駅下車、駅前市バスD2バス
のりばから206・208号系統
にて「博物館・三十三間堂前」
下車、徒歩すぐ

3. 国立文化財機構
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　明治22年奈良に帝国博物館を設置することが決定され、明治
28年に開館、昭和27年に現在の奈良国立博物館と改称しました。
　仏教美術を中心とした文化財について収集･保管して公衆の
観覧に供するとともに、これに関する調査研究等を行っていま
す。そのほか、文化財の修理、保存処理及び模写等を行うため、
文化財保存修理所を設置しています。展覧事業としては、仏教
美術をテーマとする平常展のほか、特別展、正倉院展、特別陳
列等を開催しています。

〒630-8213　奈良市登大路町50番地
TEL 0742-22-7771

奈良国立博物館　http://www.narahaku.go.jp/ 開館時間

休館日

入館者数
収蔵品

9:30～17:00（入館は16:30まで）
4月最終から10月最終までの毎週金曜日、
1月第2月曜日の前日、2月3日、3月12日、8月15日、
12月17日は19:00まで開館（入館は18:30まで）
月曜日（ただし月曜日が祝日または振替休日の場合は開館
し、翌火曜日に休館）、年末年始（12月28日～1月1日）
443千人（平成19年度）
絵画                             860件
書籍･典籍･古文書           542件
彫刻                             505件
考古                             946件
工芸                             857件
その他                          141件
  計                            3,851件　（平成19年度末）

開館時間
休館日

入館者数
収蔵品

9:30～17:00（入館は16:30まで）
月曜日（ただし月曜日が祝日または振替休日の場合は
開館し、翌火曜日に休館）
854千人（平成19年度）
絵画                             274件
書籍･典籍･古文書           147件
彫刻                               20件
考古                             103件
工芸                             713件
その他                          167件
  計                            1,424件　（平成19年度末）

　平成17年10月16日開館。
　「日本文化の形成をアジア史的観点から捉える」博物館とし
て、旧石器時代から近世末期（開国）までの日本文化の形成につ
いて、アジア諸地域との「交流」という視点から、文化財の収集・
展示・調査研究等を行っています。

〒818-0118　福岡県太宰府市石坂4-7-2
TEL 092-918-2807

九州国立博物館　http://www.kyuhaku.jp/

九州自動車道利用
太宰府インターから太宰府天満宮方面へ（約20分）
西鉄利用：福岡（天神）駅から二日市駅で太宰府線に乗り換え、
太宰府駅下車、徒歩（10分）
ＪＲ利用：博多駅から鹿児島本線で二日市駅下車、タクシー（15分）
福岡空港からタクシー（約30分）または、地下鉄福岡空港駅から天神駅
で乗り換え、上記鉄道のとおり

車

鉄道

飛行機

近鉄「奈良」駅下車、徒歩15分
　奈良交通バス　市内循環外
回り「氷室神社・国立博物館」
下車、徒歩1分
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　国語及び国民の言語生活並びに
外国人に対する日本語教育に関す
る科学的調査研究をしています。

〒190-8561　東京都立川市緑町10-2
TEL 042-540-4300

国立国語研究所　http://www.kokken.go.jp/

多摩都市モノレール「高松」駅下車、徒
歩5分　立川バス　立川駅北口2番のり
ばより、「立川17」、「立川17-3」系統（「大
山団地折返場」方面行き）で「自治大学
校・国立国語研究所」下車、徒歩2分

　有形文化財、無形文化財などを中
心に、基礎的な調査研究から科学技
術を活用した先端的手法による研究
まで行い、成果を公表・活用すると
ともに、保存・修復に関する我が国
の国際協力拠点としての役割を担っ
ています。

JR「上野」駅、「鶯谷」駅下車、徒歩10
分　地下鉄銀座線・日比谷線「上野」駅
下車、徒歩15分　京成「京成上野」駅
下車、徒歩20分　地下鉄千代田線「根
津」駅下車、徒歩15分

〒110-8713　東京都台東区上野公園13-43
TEL 03-3823-2241

　貴重な文化財を実物に即して総合
的に研究する組織です。平城宮跡や
藤原宮跡の発掘調査をはじめ、建造
物、古文書などの個々の文化財の調
査研究、そして飛鳥保存のための調
査研究と展示普及などをおこなって
います。

〒630-8577　奈良県奈良市二条町2-9-1
TEL 0742-30-6733

奈良文化財研究所　http://www.nabunken.go.jp/

東京文化財研究所　http://www.tobunken.go.jp/

近鉄「大和西大寺」駅下車、徒歩10分

4. 国立国語研究所
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